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✂ 切り取り線 

令令和和６６年年度度（（第第３３回回入入居居申申込込））  

岡岡山山市市営営住住宅宅入入居居案案内内書書  
【【１１次次募募集集】】  入入居居募募集集受受付付期期間間等等    

 
窓 口 受 付 期 間 

（窓口での受付は平日のみ） 
抽 選 日 入 居 可 能 日 

第１回 
（終了） 

令和６年５月 ８日（水） 

～５月１５日（水）  
令和６年 ６月 ４日（火） 令和６年 ８月 １日（木） 

第２回 
（終了） 

令令和和６６年年９９月月  ４４日日（（水水））  

～～９９月月１１１１日日（（水水）） 
令令和和６６年年１１００月月  ３３日日（（木木））  令令和和６６年年１１２２月月  １１日日（（日日））  

第第３３回回  
令和７年１月 ８日（水） 

～１月１６日（木） 
令和７年 ２月 ３日（月） 令和７年 ４月 １日（火） 

 

（１） 郵送受付について 
  
※※今今年年度度よよりり、、郵郵送送受受付付期期間間をを延延長長しし、、令令和和６６年年１１２２月月２２００日日（（金金））かからら開開始始ししまますす。。    
  

  

  
 

〇令和６年１２月２０日（金）～１月２０日（月）到着分 ※１月１６日（木）消印有効 
 

（２）窓口受付について 

受 付 時 間 午前９時～午後５時（（平平日日ののみみ）） 
受 付 場 所 岡山市営住宅管理センター・各区役所市営住宅窓口  

※土土曜曜・・日日曜曜・・祝祝日日はは、、窓窓口口ででのの受受付付はは行行いいまませせんんののでで、、郵郵送送受受付付ををごご活活用用くくだだささいい。。  
〇窓口へは、申込者本人又は、入居する家族（未成年者不可）の方が来所してください。 
〇１次募集で応募のなかった住宅は、２次募集を行います。（（詳詳細細次次ペペーージジ）） 

   
【【問い合わせ先】  

   岡山市営住宅管理センター 
  〒７００－０９０４ 岡山市北区柳町二丁目６番２５号 朝日生命岡山柳町ビル２階 

      ＴＥＬ ０８６－２０６－５５６０  ＦＡＸ ０８６－２２６－８１２３ 

岡山市営住宅管理センターホームページ https://okayama-shiei.com/ 
岡山市都市整備局住宅・建築部住宅課ホームページ（市営住宅）https://www.city.okayama.jp/kurashi/0000016917.html 

 

【【郵送先】 
 
 
  

  

※※（（切切りり取取っっててごご活活用用くくだだささいい）） 

〒７００－０９０４ 
岡山市北区柳町二丁目６番２５号 朝日生命岡山柳町ビル２階 
岡山市営住宅管理センター 郵送受付窓口 宛 

郵送するもの 
①「市営住宅入居申込書」 
②「セルフチェックシート」 

郵送申込問い合わせ先（東区役所３階 市営住宅 窓口） 

TEL ０８６-２０６-５４０１（平日午前９時～午後５時） 
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西

　川
柳
川
交
差
点

髙
島
屋

山
陽
新
聞
社

後
楽
園

市
役
所

本
庁
舎保

健
福

祉
会
館

岡山中央署

就実大

天満屋

ハピータウン
中区役所前
（バス） 

操山中・高

岡山市役所前
 （バス）

岡
山
駅

JR赤穂線 JR西大寺駅

西大寺
小学校

岡山東
警察署 西大寺

税務署
西大寺公民館

吉井川
浦安小

岡山芳泉高

岡山赤十字病院 岡南環境センター

南ふれあい
センター

福浜小

福浜中

旭川福浜地域センター
福浜公民館

浦安総合
運動公園

砂川

西大寺
ふれあい
センター

西大寺
グリーン
テラス

西大寺緑花公園

天満屋ハピータウン
西大寺店

杜の街グレース
オフィススクエア

（（２２次次募募集集はは郵郵送送ででのの申申込込はは受受付付不不可可））  

【【２２次次募募集集】】  入入居居募募集集期期間間等等    
 

 窓 口 受 付 期 間 （平日のみ） 入 居 可 能 日 

第１回（終了） 令和６年 ６月 ５日（水）～ ６月１１日（火） 令和６年 ８月 １日（木） 

第２回（終了） 令令和和６６年年１１００月月  ４４日日（（金金））～～１１００月月１１００日日（（木木））  令令和和６６年年１１２２月月  １１日日（（日日））  

第第３３回回   令和７年 ２月 ４日（火）～ ２月１０日（月） 令和７年 ４月 １日（火） 

  
（１） 受 付 時 間 午前９時～午後５時 

※※初初日日ののみみ、、受受付付順順をを決決定定すするるたためめのの抽抽選選をを行行いいまますす。。  
①①整整理理番番号号のの配配布布  ((午午前前８８時時３３００分分～～午午前前９９時時))  

  ②②受受付付順順のの抽抽選選    ((午午前前９９時時～～))  
受受付付順順はは、、整整理理番番号号のの順順番番ででははななくく、、抽抽選選ににてて決決定定いいたたししまますす。。  
午午前前８８時時３３００分分よよりり前前にに来来らられれててもも整整理理番番号号ははおお渡渡ししででききまませせんん。。  

 
（２）受 付 場 所 岡山市営住宅管理センター 

各区役所 市営住宅窓口 
※※土土曜曜・・日日曜曜・・祝祝日日のの受受付付はは行行いいまませせんん  
 

〇〇申申込込受受付付時時点点でで、、当当該該住住宅宅のの募募集集はは終終了了ととななりりまますす（（抽抽選選、、優優遇遇措措置置ははあありりまませせんん））。。  
 
〇申込される住宅の所在地に関係なく、どの受付場所でも申込できます。 
 
〇２次募集では、１次募集で申込のない住宅の入居者を募集します。 
※募集住宅は、１次募集の受付終了後、1 月下旬に窓口やホームページで発表予定です。 

 
〇２次募集に申込された時点で、１次募集の繰上当選資格を失います。 
 
〇原則、申込者本人又は、入居する家族（未成年者不可）の方がご来所ください。 

 
※※特特段段のの事事情情ががああるる方方ははああららかかじじめめごご相相談談くくだだささいい。。  

  

前前回回のの申申込込者者数数  ※※来来所所さされれるる際際ののごご参参考考ににししててくくだだささいい。。  

◆前前回回 11 次次募募集集各各窓窓口口申申込込者者数数              ◆◆前前回回 22 次次募募集集各各窓窓口口申申込込者者数数 

 
    
  
  
  

  

受付場所 人数 

南区 4 

北区 2 

中区 5 

東区 3 

センター 0 

計 14 

受付場所 人数 

南区           73 

北区 97 

中区 65 

東区 16 

センター 61 

郵送 88 

計 400 



申申込込全全般般ににつついいててのの注注意意事事項項（（１１次次募募集集・・２２次次募募集集共共通通））  
 

〇〇本本書書をを最最後後ままででよよくく読読んんでで、、申申込込資資格格・・入入居居申申込込要要件件（（２２６６～～３３００ペペーージジ））やや申申込込ににああたたっってて

のの注注意意事事項項（（３３１１～～３３２２ぺぺーージジ））等等をを確確認認ししてておお申申込込くくだだささいい。。 
 
〇 「市営住宅入居申込書（４７ページ）」と一緒に「セルフチェックシート（４９ページ）」を提出して

ください。 
 

〇〇入入居居資資格格をを満満たたししてていいなないい場場合合等等ににはは、、当当選選ししててもも失失格格ととななりりまますす。。  本本書書をを確確認認ししててかからら、、市市

営営住住宅宅入入居居申申込込書書をを記記入入ししててくくだだささいい。。  
  

〇〇優優遇遇対対象象ででななかかっったた場場合合やや、、申申込込不不可可能能なな住住宅宅にに申申込込ままれれてていいたた場場合合等等、、「「市市営営住住宅宅入入  
居居申申込込書書（（４４７７ペペーージジ））」」やや「「セセルルフフチチェェッッククシシーートト（（４４９９ペペーージジ））」」のの記記入入にに不不備備ががああっったた場場合合にに
はは、、当当選選ししててもも失失格格ととななりりまますす。。  

 
〇〇「「市市営営住住宅宅入入居居申申込込書書」」にに記記入入さされれたた住住所所にに、、抽抽選選ハハガガキキやや当当選選後後のの書書類類をを送送付付ししまますす。。  

 
〇提出された書類等は一切返還できません。 
 
〇入居募集期間最終日に申込内容の変更を希望される場合は、本人又は入居する家族（未成 

年者不可）の方が、岡山市営住宅管理センターへ来所してください。 
 

窓窓口口受受付付ににおおけけるる注注意意事事項項（（１１次次募募集集・・２２次次募募集集共共通通））  
 

〇申込書は、申込内容を確認する必要がありますので、来所される場合は、原則本人又は入 
居する家族（未成年者不可）の方が持参してください。  
※特段の事情がある方は、事前にご相談ください。 

 
〇窓口の来所状況によってはお待たせする場合がございますので、時間に余裕を持ってお越し

ください。 
 
〇募集受付期間以外は受付できません。 

 

郵郵送送受受付付ににおおけけるる注注意意事事項項（（１１次次募募集集ののみみ））  
 

〇 「市営住宅入居申込書（４７ページ）」記入後に、「セルフチェックシート（４９ページ）」で再度

記入に誤りがないか、よく確認してから郵送してください。 
 
〇郵送料はご負担ください。郵送料が不足している申込は、無効となります。 
 
〇郵送後、電話による書類の補正はできません。補正する場合は来所して頂くことになります。 
 
〇郵便事故等を避けるため、できるだけ書留、特定記録等をご利用いただき、１月１６日 

（木）までに電話連絡（０８６－２０６－５５６０）にて書類の到着を確認してください。 

宅配便・メール便の申込等は無効となります。また、郵便事故等のトラブルによる救済措置は 

ありません。 
 
〇郵便法改正に伴うサービスの見直し（土曜日配達休止）により、郵便物配達日数が繰り

下げになっています。申込書を郵送する際は、日数に余裕をもって投函してください。 

有効消印でない申込、１月２１日（火）以降に到着した申込は無効となります。 
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岡山市営住宅管理センター

１.令和６年度 第３回入居募集

1− 1 −



（（シシルルババーーハハウウジジンンググ））

（1） 西市 9 103 ２ＤＫ 1F 可能 ×

（2） 芳田 2 410 ２ＤＫ 4F 可能 ×

（（下下肢肢障障害害者者向向住住宅宅））

北区 （3） 津高 C301 2 ３ＤＫ 1F 可能 ×

（（一一般般住住宅宅））

（4） 当新田 7 4 ２ＤＫ 簡二 可能 ×

（5） 当新田 12 5 ２ＤＫ 簡平 可能 ×

（6） 当新田 16 4 ２ＤＫ 簡二 可能 ×

（7） 当新田 19 2 ２ＤＫ 簡二 可能 ×

（8） 当新田 20 5 ２ＤＫ 簡二 可能 ×

（9） 当新田 40 10 ２ＤＫ 2F 可能 ×

（10） 当新田 40 14 ２ＤＫ 1F 可能 ×

（11） 当新田 42 15 ２ＤＫ 2F 可能 ×

（12） 西市 4 101 ３ＤＫ 1F × ×

（13） 西市 4 406 ３ＤＫ 4F × ×

（14） 西市 8 403 ３ＤＫ 4F × ×

（15） 西市 9 102 ３ＤＫ 1F × ×

（16） 西市 11 105 ３ＤＫ 1F × ×

（17） 芳田 1 801 ３ＤＫ 8F × ×

（18） 北長瀬みずほ 310 １Ｋ 3F 可能 ×

（19） 北長瀬みずほ 507 ２ＤＫ 5F 可能 ×

（20） 北長瀬みずほ 1111 1ＤＫ 11F 可能 ×

（21） 津島北斗住座 14 5 ３ＤＫ 低耐 × ×

（22） 青江 1 202 ３ＤＫ 2F × ×

（23） 葵 2 2 ３ＤＫ 簡二 可能 ×

（24） 富原A A1 2 ３ＤＫ 簡二 可能 可能

（25） 富原A A4 1 ３ＤＫ 簡二 可能 可能

（26） 富原C C5 2 ３ＤＫ 簡二 可能 可能

（27） さくら住座 1 306 １ＤＫ 3F 可能 ×

（28） さくら住座 1 308 １Ｋ 3F 可能 ×

（29） さくら住座 2 502 ２ＤＫ 5F 可能 ×

（30） さくら住座 2 1005 １ＤＫ 10F 可能 ×

（31） 平井 1 201 ３ＤＫ 2F × ×

（32） 平井 3 401 ３ＤＫ 4F 可能 ×

（33） 平井 5 401 ３ＤＫ 4F × ×

（34） 平井 11 201 ３ＤＫ 2F × ×

（35） 平井 11 304 ３ＤＫ 3F × ×

（36） 花園 5-18 203 ３ＤＫ 2F × ×

（37） 花園 5-20 301 ３ＤＫ 3F × ×

（38） 東ケ丘 C204 7 ２ＤＫ 簡二 可能 ×

（39） 東ケ丘 C209 7 ２ＤＫ 簡二 可能 可能

（40） 東ケ丘 C212 1 ２ＤＫ 簡二 可能 ×

（41） 東ケ丘 C213 5 ２ＤＫ 簡二 可能 可能

（42） 東ケ丘 C214 5 ２ＤＫ 簡二 可能 ×

（43） 東ケ丘 C215 4 ２ＤＫ 簡二 可能 ×

（44） 東ケ丘 C503 8 ３ＤＫ 4F 可能 ×

（45） 東ケ丘 C511 10 ３ＤＫ 5F 可能 可能

（46） 東ケ丘 C513 6 ３ＤＫ 3F 可能 ×

（47） 東ケ丘 D205 1 ２ＤＫ 簡二 可能 可能

（48） 湊 C305 9 ３ＤＫ 2F × ×

（49） 湊 D303 2 ３ＤＫ 1F × ×

（50） 国富 301 ３ＤＫ 3F 可能 ×

（51） 国富 302 ３ＤＫ 3F × ×

（52） 浜C 201 ３ＤＫ 2F × ×

（53） 東岡山D D301 12 ３ＤＫ 3F × ×

区分

11..令令和和66年年度度　　第第33回回入入居居募募集集

号 間 取 り 単身入居階   別

管轄区 間    取

間    取 階   別 単身入居
一般単身

入居

団 地 名
番館

(号棟)
号

備考

備考

((11))募募集集団団地地一一覧覧（（１１次次募募集集））

管轄区
一般単身

入居
区分 団 地 名

番館
（号棟）

管轄区 区分 団 地 名
番館

(号棟)
号

階   別 単身入居
一般単身

入居
備考

簡易水洗

エレベーター有

エレベーター有

エレベーター有

エレベーター有

エレベーター有

エレベーター有

簡易水洗

エレベーター有

エレベーター有

簡易水洗

エレベーター有

エレベーター有

南区
エレベーター有

エレベーター有

南区

北区

風呂釜

風呂釜

中区

2

− 2 −



（54） 東岡山D D302 12 ３ＤＫ 3F × ×

（55） 東岡山B 1 204 ３ＤＫ 2F × ×

（56） 東岡山B 2 104 ３ＤＫ 1F × ×

（57） 西大寺浜 2 301 ３ＤＫ 3F × ×

（58） 西大寺浜 3 103 ３ＤＫ 1F × ×

（59） 西大寺浜 3 403 ３ＤＫ 4F 可能 ×

（60） 神崎 2 406 ３ＤＫ 4F × ×

（61） 山田西 1 202 ３ＤＫ 2F × ×

（62） 山田B 302 ３ＤＫ 3F 可能 可能

（63） 久保東 102 ３ＤＫ 低二 可能 可能

（64） 久保A 201 ３ＤＫ 2F × ×

（65） 久保C 301 ３ＤＫ 3F × ×

（66） 宿毛東 201 ３ＤＫ 2F 可能 ×

（67） 宿毛東 202 ３ＤＫ 2F 可能 可能

（68） 宿毛東 302 ３ＤＫ 3F 可能 可能

（69） 宿毛南 104 ３ＤＫ 1F 可能 可能

（70） 宿毛南 202 ３ＤＫ 2F 可能 可能

（71） 宿毛南 301 ３ＤＫ 3F 可能 可能

（72） 宿毛南 302 ３ＤＫ 3F 可能 可能

（73） 宿毛南 303 ３ＤＫ 3F 可能 可能

（74） 宿毛南 304 ３ＤＫ 3F 可能 可能

（75） 宿毛南 305 ３ＤＫ 3F 可能 可能

（76） 瀬戸 2 202 ３ＤＫ 2F 可能 ×

（77） 瀬戸 2 204 ３ＤＫ 2F 可能 ×

（78） 瀬戸 2 302 ３ＤＫ 3F × ×

（79） 瀬戸江西 2 204 ３ＤＫ 2F × ×

（80） 瀬戸江西 2 304 ３ＤＫ 3F × ×

(注) ・　高島市営住宅は、建替の基本構想を策定するため、令和5年度から募集を停止しています。

・　単身入居、一般単身入居が可能な住宅の規格は、原則2DK又は50㎡以下の住宅です。　　

・　直近の１次募集で、応募がなかった住戸は、次回１次募集時に単身入居可能に要件を緩和しています。

   上記の１次募集において、応募がなかった住戸は、次回１次募集時に一般単身入居可能に要件を緩和します。

・　直近の１次募集で、応募がなかった下肢障害者向住宅は、次回１次募集時に入居申込要件を緩和しています。（30ページ参照）

   今回は、区分（3）が要件緩和の対象です。

・　世帯構成と入居できる市営住宅については、44ページをご確認ください。

・　住戸の内装や設備等は、生活に支障がない範囲の修繕（ハウスクリーニング含む）を行っています。

　　新築の住宅とは異なりますので、ご了承ください。

・　入居予定日前に住戸内を見ることはできません。

・　土砂災害警戒区域内及び土砂災害特別警戒区域内に位置する団地について

　　次の団地については「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」

　　に基づく区域が含まれていますので、市が発行するハザードマップなどにより詳細をご確認ください。

　　【団地の一部が土砂災害警戒区域に含まれる】　

・　各市営住宅の災害に関する情報は岡山市のホームページ

https://www.city.okayama.jp/kurashi/category/1-2-1-0-0-0-0-0-0-0.html　を参照してください。

　　または、「岡山市＿ハザードマップ」で検索してください。

※　事故住宅(今回の募集団地では該当なし)

・　備考欄に風呂釜と記載のない住戸は、シャワー付きの住戸です。

・　階別欄の略号　　簡平：簡易耐火構造平家建　　簡二：簡易耐火構造二階建　　低二：低層耐火構造二階建

　　　東谷市営住宅、東ケ丘市営住宅

　　　東谷市営住宅、東ケ丘市営住宅、山田Ｂ市営住宅、瀬戸市営住宅

　　【団地の一部が土砂災害特別警戒区域に含まれる】

東区

エレベーター有

単身入居
一般単身

入居
備考

中区

管轄区 区分 団 地 名
番館

（号棟）
号 間 取 り 階   別

3

− 3 −



((２２))募募集集団団地地のの施施設設等等概概要要

《《シシルルババーーハハウウジジンンググ》》※別途申込要件あり（30ページ参照）

西市 （1） 南区西市 ２ＤＫ 高耐7階建 有 H08

芳田 （2） 南区新保 ２ＤＫ 高耐8階建 有 H09

《《下下肢肢障障害害者者向向住住宅宅》》

津高 （3） 北区津高 ３ＤＫ 中耐3階建 なし S55

《《一一般般住住宅宅》》

当新田 （4),（6）～（8） 南区芳泉一丁目 ２ＤＫ 簡耐2階建 なし S33～S35

当新田 （5） 南区芳泉一丁目 ２ＤＫ 簡耐平家建 なし S43

当新田 （9)～（11） 南区芳泉一丁目 ２ＤＫ 中耐3階建 なし S37,S38
西市 （12),(13) 南区新保 ３ＤＫ 中耐5階建 なし H05
西市 （14) 南区万倍 ３ＤＫ 中耐4階建 なし H06
西市 （15) 南区西市 ３ＤＫ 高耐7階建 有 H08
西市 （16) 南区万倍 ３ＤＫ 高耐6階建 有 H07
芳田 （17) 南区新保 ３ＤＫ 高耐8階建 有 H09

北長瀬みずほ （18) 北区野田四丁目 １Ｋ 高耐14階建 有 R02
北長瀬みずほ （19) 北区野田四丁目 ２ＤＫ 高耐14階建 有 R02
北長瀬みずほ （20) 北区野田四丁目 １ＤＫ 高耐14階建 有 R02
津島北斗住座 （21) 北区津島福居二丁目 ３ＤＫ 簡耐2階建 なし H02

青江 （22) 北区青江三丁目 ３ＤＫ 中耐5階建 なし S61
葵 （23) 北区葵町 ３ＤＫ 簡耐2階建 なし S51

富原Α （24),(25) 北区富原 ３ＤＫ 簡耐2階建 なし S61
富原Ｃ （26) 北区富原 ３ＤＫ 簡耐2階建 なし S58

さくら住座 （27),(30) 中区さくら住座 １ＤＫ 高耐12階建 有 H26,H29
さくら住座 （28) 中区さくら住座 １Ｋ 高耐12階建 有 H26
さくら住座 （29) 中区さくら住座 ２ＤＫ 高耐12階建 有 H29

平井 （31)～（33） 中区平井三丁目 ３ＤＫ 中耐4階建 なし S63
平井 （34),(35) 中区平井四丁目 ３ＤＫ 中耐3階建 なし H01
花園 （36),(37) 中区東山四丁目 ３ＤＫ 中耐3階建 なし S59,S60

東ケ丘 （38)～（43）,（47） 中区四御神 ２ＤＫ 簡耐2階建 なし S46～S48
東ケ丘 （44)～（46） 中区四御神 ３ＤＫ 中耐5階建 なし S46,S49

湊 （48),(49) 中区湊 ３ＤＫ 中耐3階建 なし S52
国富 （50),(51) 中区国富 ３ＤＫ 中耐4階建 なし S62
浜C （52) 中区浜一丁目 ３ＤＫ 低耐2階建 なし H08

東岡山Ｄ （53),(54) 中区神下 ３ＤＫ 中耐3階建 なし S52
東岡山Ｂ （55),(56) 中区神下 ３ＤＫ 中耐3階建 なし S61,H02
西大寺浜 （57) 東区西大寺浜 ３ＤＫ 中耐3階建 なし H05
西大寺浜 （58),(59) 東区西大寺浜 ３ＤＫ 中耐4階建 なし H04

神崎 （60) 東区神崎町 ３ＤＫ 中耐5階建 有 H11
山田西 （61) 東区久保 ３ＤＫ 低耐2階建 なし H06
山田Ｂ （62) 東区富崎 ３ＤＫ 中耐4階建 なし H01
久保東 （63) 東区久保 ３ＤＫ 低耐2階建 なし H09
久保Α （64) 東区久保 ３ＤＫ 中耐3階建 なし H01
久保Ｃ （65) 東区河本町 ３ＤＫ 中耐3階建 なし H06
宿毛東 （66)～（68） 東区宿毛 ３ＤＫ 中耐3階建 なし H06
宿毛南 （69)～（75） 東区宿毛 ３ＤＫ 中耐3階建 なし H04
瀬戸 （76)～（78） 東区瀬戸町下 ３ＤＫ 中耐3階建 なし S55

瀬戸江西 （79）,(80) 東区瀬戸町下 ３ＤＫ 中耐3階建 なし S62

住 宅 名 区分 所 在 地 間取り 構　造 ＥＶ
竣工
年度

住 宅 名 区分 所 在 地 間取り 構　造 ＥＶ
竣工
年度

住 宅 名 区分 所 在 地 間取り
竣工
年度

構　造 ＥＶ

4
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※1

都市ガス なし 有 なし 芳明小 芳田中 西市

都市ガス なし 有 なし 芳田小 芳田中 芳田

LP なし 有 なし 横井小 香和中 要件緩和 津高

都市ガス なし なし 有 芳泉小 芳泉中 当新田

都市ガス なし なし 有 芳泉小 芳泉中 当新田

都市ガス なし 有 なし 芳泉小 芳泉中 当新田
都市ガス なし 有 なし 芳明小 芳田中 西市
都市ガス なし 有 なし 芳明小 芳田中 西市
都市ガス なし 有 なし 芳明小 芳田中 西市
都市ガス なし 有 なし 芳明小 芳田中 西市
都市ガス なし 有 なし 芳田小 芳田中 芳田
都市ガス 有 有 なし 大元小 桑田中 北長瀬みずほ
都市ガス 有 有 なし 大元小 桑田中 北長瀬みずほ
都市ガス 有 有 なし 大元小 桑田中 北長瀬みずほ
都市ガス 有 有 なし 津島小 京山中 津島北斗住座
都市ガス なし なし なし 岡南小 岡輝中 青江
都市ガス 有 なし 有 三門小 石井中 葵
LP 有 なし 有 横井小 香和中 簡易水洗便所 富原Α
LP 有 なし 有 横井小 香和中 簡易水洗便所 富原Ｃ

都市ガス 有 有 なし 旭東小 東山中 さくら住座
都市ガス 有 有 なし 旭東小 東山中 さくら住座
都市ガス 有 有 なし 旭東小 東山中 さくら住座
都市ガス なし 有 なし 平井小 東山中 平井
都市ガス なし 有 なし 平井小 東山中 平井
都市ガス なし なし なし 旭東小 東山中 花園
都市ガス なし なし 有 竜之口小 竜操中 東ケ丘
都市ガス なし なし なし 竜之口小 竜操中 東ケ丘
都市ガス なし なし なし 旭操小 操南中 湊
都市ガス 有 なし なし 三勲小 操山中 国富
都市ガス 有 有 なし 宇野小 操山中 浜C
都市ガス 有 なし なし 財田小 竜操中 東岡山Ｄ
都市ガス 有 なし なし 財田小 竜操中 東岡山Ｂ
LP なし なし なし 豊小 西大寺中 西大寺浜
LP なし なし なし 豊小 西大寺中 西大寺浜
LP 有 有 なし 山南学園山南学園 神崎
LP 有 なし なし 雄神小 西大寺中 山田西
LP 有 なし なし 雄神小 西大寺中 山田Ｂ
LP 有 なし 有 雄神小 西大寺中 久保東
LP 有 なし なし 雄神小 西大寺中 久保Α
LP 有 なし なし 雄神小 西大寺中 久保Ｃ
LP 有 なし なし 山南学園山南学園 宿毛東
LP 有 なし なし 山南学園山南学園 宿毛南
LP 有 有 なし 江西小 瀬戸中 瀬戸
LP 有 有 なし 江西小 瀬戸中 瀬戸江西

網戸について
「なし」の住宅
は、入居者の
方がご自身で
網戸等を設置
してください。

住宅名

住宅名

ガス
網戸
※１

駐車場
※２

南庭 小学校区

備考

ガス
網戸
※１

中学校区 備考

駐車場
※２

南庭 小学校区 中学校区 備考

住宅名

駐車場につい
て「有」の住宅
は、1世帯につ
き1台は有料
2台目につい
ては応相談

駐車場
※２

網戸
※１

ガス 南庭 小学校区 中学校区

5
− 5 −



当新田市営住宅（2DK 簡二タイプ） 当新田市営住宅（2DK中耐タイプ）

⻄市市営住宅（3DKタイプ）

（（３３））団団地地間間取取りり図図（（一一例例））

   各団地の一例を掲載していますので、参考にしてください。
掲載している間取りは、必ずしも募集しているお部屋の間取りではない場合があります。

⻄市市営住宅（シルバーハウジング）

6− 6 −



芳田市営住宅（3DKタイプ） 福浜市営住宅（2DKタイプ）

住田市営住宅（3DKタイプ）

   各団地の一例を掲載していますので、参考にしてください。
掲載している間取りは、必ずしも募集しているお部屋の間取りではない場合があります。

7− 7 −



北⻑瀬みずほ住座（3DKタイプ）

いわい・津高市営住宅（3DKタイプ） 津島北斗住座（3DK 簡二タイプ）

   各団地の一例を掲載していますので、参考にしてください。
掲載している間取りは、必ずしも募集しているお部屋の間取りではない場合があります。

北⻑瀬みずほ住座（下肢住宅2DK）

8− 8 −



岡⻄市営住宅（3DK 簡二タイプ）

⻘江市営住宅（3DKタイプ） 石井谷市営住宅（3DKタイプ）

   各団地の一例を掲載していますので、参考にしてください。
掲載している間取りは、必ずしも募集しているお部屋の間取りではない場合があります。

岡⻄市営住宅（3DK 中耐タイプ）

9− 9 −



葵・いぶき市営住宅（3DK 簡二タイプ） 東谷市営住宅（3DKタイプ）
大井市営住宅

富原A市営住宅（3DK 簡二タイプ） 吉備市営住宅（3DKタイプ）

富原B・富原C市営住宅
（3DK 簡二タイプ）

   各団地の一例を掲載していますので、参考にしてください。
掲載している間取りは、必ずしも募集しているお部屋の間取りではない場合があります。

10− 10 −



さくら住座（3DKタイプ） 平井市営住宅（3DKタイプ）

さくら住座（2DKタイプ） さくら住座（下肢住宅2DK）

   各団地の一例を掲載していますので、参考にしてください。
掲載している間取りは、必ずしも募集しているお部屋の間取りではない場合があります。

11− 11 −



東ケ丘市営住宅（2DK 簡二タイプ） 東ケ丘市営住宅（3DK 中耐タイプ）

花園・海吉市営住宅（3DKタイプ） 湊市営住宅（3DKタイプ）
東岡山B市営住宅

   各団地の一例を掲載していますので、参考にしてください。
掲載している間取りは、必ずしも募集しているお部屋の間取りではない場合があります。

12− 12 −



国富・東岡山A市営住宅（3DKタイプ） 住吉B市営住宅（3DK 簡二タイプ）
住吉A・浜A・浜C市営住宅 浜E・浜F・浜G市営住宅
乙多見D市営住宅

住吉改良住宅（3DK 簡二タイプ） 乙多見C・宮の里市営住宅
（3DK 簡二タイプ）

   各団地の一例を掲載していますので、参考にしてください。
掲載している間取りは、必ずしも募集しているお部屋の間取りではない場合があります。

13− 13 −



新堀市営住宅（3DKタイプ） ⻄大寺浜市営住宅（3DKタイプ）

神崎市営住宅（3DKタイプ） 山田⻄・山田B市営住宅（3DKタイプ）
久保A・久保C・宿毛東・宿毛南市営住宅

   各団地の一例を掲載していますので、参考にしてください。
掲載している間取りは、必ずしも募集しているお部屋の間取りではない場合があります。

14

久保東市営住宅（3DK 簡二タイプ）

瀬⼾市営住宅（3DKタイプ） 瀬⼾江⻄市営住宅（3DKタイプ）

   各団地の一例を掲載していますので、参考にしてください。
掲載している間取りは、必ずしも募集しているお部屋の間取りではない場合があります。
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瀬⼾市営住宅（3DKタイプ） 瀬⼾江⻄市営住宅（3DKタイプ）

   各団地の一例を掲載していますので、参考にしてください。
掲載している間取りは、必ずしも募集しているお部屋の間取りではない場合があります。

15− 15 −



政令月収額別家賃表

《シルバーハウジング》

住宅名

間取り
0 104,001 123,001 139,001 158,001 186,001

～ ～ ～ ～ ～ ～
104,000 123,000 139,000 158,000 186,000 214,000

２ＤＫ

２ＤＫ

《下肢障害者向住宅》

住宅名

間取り
0 104,001 123,001 139,001 158,001 186,001 214,001

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～
104,000 123,000 139,000 158,000 186,000 214,000 259,000

３ＤＫ

《一般住宅》

住宅名

間取り
0 104,001 123,001 139,001 158,001 186,001 214,001

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～
104,000 123,000 139,000 158,000 186,000 214,000 259,000

２ＤＫ

２ＤＫ

２ＤＫ

２ＤＫ

２ＤＫ

２ＤＫ

２ＤＫ

３ＤＫ

３ＤＫ

※　掲載している金額は、必ずしも実際の金額ではない場合があります。

28,900 32,600

8,200 9,400

6,400

11,800

7,300 8,400 9,500

9,100

17,900 20,600

25,800 29,500 33,200

7,100

37,200

15,5007,900

25,300

当新田 (10) 7,600

当新田 (11) 7,200

西市
（1） 21,900

区分

津高

区分

(3)

芳田
（2） 22,300

家　　　　賃（円）

高 齢 者 ・ 障 害 者 等 の 世 帯

子  育  て  世  帯

13,100

16,30013,900

15,200

12,500

　家賃は、入居者の方の収入や住宅の立地条件・広さ・築年数・設備等の利便性に応じて決定し、
毎年度見直すことになります。そのため入居者の収入が多いほど、また新しく広い住宅ほど家賃は
高くなります。

※　政令月収額とは、世帯全員の年間総所得金額の合計から控除金額の合計を引いたものを１２で
割った金額をいいます。詳しい計算方法については３７～４０ページを参照してください。

(8) 7,700 8,900

高 齢 者 ・ 障 害 者 等 の 世 帯
一 般 の 世 帯

(6),(7)

(4) 16,7008,500 9,800 11,200 12,700 14,500

(5)

11,500

区分

家　　　　賃（円）

高 齢 者 ・ 障 害 者 等 の 世 帯

((４４))募募集集団団地地のの家家賃賃

43,000

38,000 43,800

17,500

16,700

59,500

41,100

8,400 9,600 10,800

8,700 10,000 11,300

12,300

10,400

10,200

12,900 14,900

18,200

14,700

17,900

17,700

家　　　　賃（円）

38,500 44,000 50,800

23,600 26,600 30,400 35,100

34,100

10,800

13,400

14,300

10,600 12,100

当新田

当新田

当新田

当新田

当新田 (9)

29,900西市 (12)

西市 (13) 24,700

25,900

42,00032,600 36,800 48,50028,500

子  育  て  世  帯 

56,700

政
令
月
収

政
令
月
収

政
令
月
収

16

− 16 −



《一般住宅》

住宅名

間取り
0 104,001 123,001 139,001 158,001 186,001 214,001

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～
104,000 123,000 139,000 158,000 186,000 214,000 259,000

３ＤＫ

３ＤＫ

３ＤＫ

３ＤＫ

１Ｋ

２ＤＫ

１ＤＫ

３ＤＫ

３ＤＫ

３ＤＫ

３ＤＫ

（26）
３ＤＫ

（27）
１ＤＫ

（28）
１Ｋ

２ＤＫ

１ＤＫ

３ＤＫ

３ＤＫ

３ＤＫ

３ＤＫ

３ＤＫ

２ＤＫ

２ＤＫ

２ＤＫ

東ケ丘
(40) 10,400 12,100 13,800 15,600 17,000 17,000

さくら住座
12,100 14,000 16,000 18,100 20,700 23,800

23,200 26,700

葵

(24),(25）

20,600 23,200

平井

(23)

17,000

27,900

東ケ丘
(38) 10,300 11,900 13,600 15,300 17,200 17,200 17,200

33,800

(32)

さくら住座

平井

平井

さくら住座

花園

21,900 25,000 28,200

26,800

（37）

(36)

23,000

40,700

さくら住座
15,400 17,700 20,300 22,900 26,200 30,200 35,400

富原C

26,000

17,200

14,500 16,700 19,100 20,200 20,200 20,200

10,900

18,200 21,000

26,500 30,600

33,900

34,300

29,200

29,700

17,700 20,400 23,300 26,300 30,100 34,700

25,600

16,300

26,300

32,200

30,200

37,200

39,900

17,200

29,600

12,600

18,900

23,800 27,200

23,000

30,700(34),(35) 20,600

東ケ丘

花園

19,900

20,300 23,400

（30） 18,000

(31),(33)

46,100

39,400

23,500 27,100

(20)

31,000 35,000 40,000

45,500

24,000 27,100 30,900

39,100

(22) 20,300 23,400 26,800 30,200

富原Ａ

34,600 39,900

24,100 27,100

58,200

31,400

津島北斗住座

芳田
（17）

西市

西市

（16） 24,200

18,000 23,300 26,800

36,00027,900

北長瀬みずほ
18,200 21,000

北長瀬みずほ
(19)

(21)

（18）
北長瀬みずほ

55,800

55,600

青江

高 齢 者 ・ 障 害 者 等 の 世 帯

28,800西市 (14) 24,900

区分 一 般 の 世 帯

37,100 42,400

15,800

48,900

47,300

39,500

40,100

17,200

45,800

53,300

35,800

43,600

46,700

41,800

54,000

46,700

20,200

41,900

57,300

15,600

家　　　　賃（円）
子  育  て  世  帯 

28,000

13,700

(39)

17,200

14,400

22,700

37,700

41,300 47,700

35,700

34,500

20,300

30,600

（29）

(15)

31,900

17,400 20,100

40,40035,000

34,600

19,800

31,000 35,800

43,100 49,700

24,300

33,40029,200

32,100 36,200

32,900

41,200 47,500

25,300

政
令
月
収

17
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《一般住宅》

住宅名

間取り
0 104,001 123,001 139,001 158,001 186,001 214,001

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～
104,000 123,000 139,000 158,000 186,000 214,000 259,000

２ＤＫ

２ＤＫ

３ⅮＫ

３ⅮＫ

３ＤＫ

２ＤＫ

３ＤＫ

３ＤＫ

３ＤＫ

３ⅮＫ

３ＤＫ

３ⅮＫ

３ⅮＫ

３ⅮＫ

３ＤＫ

３ＤＫ

３ＤＫ

３ＤＫ

３ＤＫ

３ＤＫ

３ＤＫ

３ＤＫ

３ＤＫ

３ＤＫ

３ＤＫ

３ＤＫ

瀬戸江西 （79),(80) 18,900 21,800 24,900 28,100 32,200 37,100 43,400

瀬戸 (76)～(78) 15,900 18,400 21,100 23,800 27,200 31,300 36,700

宿毛東 (69)～(75) 21,400 24,700 28,200 31,800 36,400 42,000 49,200

宿毛東 (67),(68) 22,100 25,500 29,200 32,900 37,600 43,400 50,800

宿毛東 (66) 21,700 25,100 28,700 32,400 37,000 42,700 50,000

久保C （65） 21,900 25,200 28,900 32,600 37,200 43,000 50,300

久保A (64) 18,400 21,300 24,400 27,500 31,400 36,200 42,400

久保東 （63） 27,400 31,600 36,200 40,800 46,600 53,800 62,900

西大寺浜
(57) 23,600 27,200 31,200 35,100 40,200 46,400 54,300

区分

東岡山B
(55) 18,800 21,700 24,800 28,000 32,000 36,900

東ケ丘
(42),(43) 10,600 12,300 14,100

西大寺浜
(58),(59） 20,900 24,100 27,600 31,100 35,600 41,100 48,100

15,900 17,000 17,000

浜C
(52) 22,300 25,800 29,500 33,300 38,000 43,900

湊
(49) 13,700 15,900 18,100 20,500 23,400 27,000

東ケ丘
(47) 10,400 12,000 13,800

40,500 47,400
山田B

（62） 20,600 23,800 27,200 30,700 35,100

山田西
(61) 21,600 24,900 28,500 32,100 36,700 42,300 49,600

神崎
（60） 25,000 28,900 33,000 37,200 42,500 49,100 57,500

29,600 33,800 39,100 45,700

東岡山D
(53),(54) 15,700 18,200 20,800 23,400 26,800 30,900 36,200

43,200

東岡山B
(56) 19,900 23,000 26,300

51,400

国富
(50),(51) 20,800 24,000 27,500 31,000 35,400 40,900 47,900

31,600

湊
(48) 14,800 17,100 19,500 22,000 25,200 29,000 34,000

15,500 16,100 16,100 16,100

東ケ丘
(46) 10,000 11,500 13,200 14,900 17,000 19,600 21,500

22,100

18,100

16,600 17,000 17,000

家　　　　賃（円）
子  育  て  世  帯 

高 齢 者 ・ 障 害 者 等 の 世 帯
一 般 の 世 帯

18,500

17,000

東ケ丘
（44） 9,200 10,600 12,200

16,800 19,200

東ケ丘
(41) 11,100 12,900 14,700

11,300 13,000
東ケ丘

(45) 14,900

13,700 15,700

23,700

17,000

政
令
月
収
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２２..申申込込ににつついいてて  
  

((１１))申申込込かからら入入居居ままでで  
  

1 次

募集   

申 込 
（令和７年１月８日～ 
 令和７年１月１６日） 

※ 市営住宅の申込については申込要件があり
ますので、この案内書をよく読んでお申込
ください。 

※ 郵送、各区役所市営住宅窓口もしくは岡山
市営住宅管理センターで申込してくださ
い。 

 （２次募集は窓口申込のみ） 

 

 

 ↓ 

 抽 選 通 知 
※ 後日抽選日時、抽選会場、抽選番号等をお

知らせします。 

 ↓ 

 抽 選 
（令和７年２月３日） 

※ 抽選により、当選者を決定します。 
 
※ ２次募集の申込受付期間は、令和７年２月

４日～２月１０日です。 

 ↓ 

 

資格審査及び 
入居手続の案内 

※ 当選された方に資格審査、入居手続に必要
な書類提出の案内を送付します。 

※ 市営住宅賃貸借契約書等の必要な書類を各
区役所市営住宅窓口もしくは岡山市営住宅
管理センターに持参していただきます。 
 

 ↓ 
 資 格 審 査 

（令和７年３月１日） 

※ 提出された書類により、資格を審査します。 
資格審査の結果、入居資格がないと判断され
た方は入居できません。資格審査日は令和７
年３月１日です。 

 ↓ 

 入居説明会案内 
※ 入居決定者に、入居説明会の案内等（開催

場所、日時もあわせて）をお送りします。 
 

 ↓ 

 

入 居 説 明 会 
（入居決定通知） 

※ 入居中の大切なこと・守ってもらうことな
どを説明します。説明会には本人又は入居
する家族（未成年者不可）の方に出席いた
だきます。説明会終了後、鍵をお渡ししま
す。（実印が必要） 

 

 ↓ 

 入 居
（令和７年４月１日） 

※  入居可能日から１０日以内に入居してくだ
さい。また、１４日以内に住民票の写しを
提出してください。 

２次 
募集 
申込 

− 25 −
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((２２))申申込込資資格格  
                     
 ●市営住宅に入居の申込をするには、申申込込時時点点でで次次のの①①のの項項目目にに該該当当ししてていいるるこことと  が必要で

す。 
 
①①  申申込込者者はは成成人人でで、、岡岡山山市市にに住住所所又又はは勤勤務務場場所所をを有有すするるこことと  

  ◇ 現住所は住民票で確認しますが、実際の住所地と住民票に記載された住所が一 
致していることが必要です。また、勤務場所は給与支給証明書でその事実を確認し 
ます。 

 

 
●市営住宅に入居の申込をするには、資資格格審審査査日日（（令令和和７７年年３３月月１１日日））にに次次のの②②～～⑥⑥ののすすべべ

ててのの項項目目にに該該当当ししてていいるるこことと  が必要です。 
 
②② 同同居居すするる親親族族ががああるるこことと 

  （（たただだしし、、単単身身のの方方でで２２９９ペペーージジのの単単身身入入居居申申込込要要件件にに該該当当すするる場場合合、、又又はは一一般般単単身身者者用用住住  

宅宅へへ申申込込すするる場場合合をを除除くく。。））   

 ◇ 親族には、婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の事情（内縁関係）に

ある方及び婚約者も含みます。 
※ 内縁関係の方については住民票で「未届の夫」又は「未届の妻」となっているこ    

とを確認し、かつ戸籍全部事項証明書で他に婚姻関係のないことを確認します。 

※ 婚約で申込される場合は、資格審査日までに入籍ができる方に限ります。 

※ パートナーシップ宣誓制度による入居を希望される世帯は、当選後にパートナー 

シップ宣誓書受領書の提出が必要です。 
 

●●パートナーシップ宣誓手続きについては、岡岡山山市市人人権権推推進進課課への予約が必要 

です。詳しくは、ホームページ等でご確認ください。 
 
・電話 ： 086-803-1070 
・ホームページ：  https://www.city.okayama.jp/kurashi/0000023134.html 

 
◇ 家族を分割しての申込（別居状態だが離婚しない場合など）は失格となる場合があ

ります。 
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③③ 現現在在住住宅宅困困窮窮者者ででああるるこことと    

  ◇ 持家のある方（共同名義も含む）、又は公営住宅等の公的住宅に入居されている

方は原則として申込できません。ただし、公営住宅入居者で ３０ページの要件に該

当する方は、申込できる市営住宅もあります。 

※ 土砂災害特別警戒区域の持家に住まれている方はあらかじめご相談ください。 

※ 「子ども・被災者支援法」に基づく支援対象避難者で避難元市町村が発行する「居

住実績証明書」を有しており、岡山市に居住実態があると判断される方は、対象地域

内に住宅を所有していても、当該住宅を所有していないものとみなします。 

 

 

 
④④ 政政令令月月収収額額がが１１５５万万８８千千円円（（次次ペペーージジのの条条件件にに該該当当すするる高高齢齢者者・・障障害害者者等等のの世世帯帯  

  ににつついいててはは２２１１万万４４千千円円、、子子育育てて世世帯帯ににつついいててはは２２５５万万９９千千円円））以以下下ででああるるこことと   

  ◇ 政令月収額＝（年間総所得金額合計－控除金額合計）÷１２月 
  ※ 上記月収額の計算方法は３７～４０ページを参照してください。 
  ※ 同居親族に収入（アルバイト・パートを含む）があるときは合算してください。 

※ コロナ給付金等を受給されている場合は、ご相談ください。 

 

 
⑤⑤ 市市営営住住宅宅のの家家賃賃・市市税税等等をを滞滞納納ししてていいなないいこことと  

 
 
◇ 市営住宅に入居中、または過去に市営住宅に入居していた世帯で、家賃等が滞納 

（未納）になっている世帯の名義人（契約者）、又は連帯保証人は、滞納を完済する 

必要があります。 

◇ 当選後に市税の滞納無証明書の提出が必要です。 

 

 

 
⑥⑥  入入居居ししよよううととすするる者者（（申申込込者者だだけけででななくく、、同同居居者者もも含含みみまますす。。））がが暴暴力力団団員員ででなないいこことと  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

− 27 −



28 
 

※ 収入基準が政令月収額で２１万４千円となる高齢者・障害者等の世帯の条件は、次のア～コ 

のいずれかに該当していることです。 収入基準が政令月収額で２５万９千円となる子育て世 

帯の条件は、次のサに該当していることです。  

 

高齢者・障害者等の世帯の認定条件 確 認 書 類 

ア 申込者が６０歳以上の方で、かつ同居者のいずれも

が６０歳以上の方又は１８歳未満の方である世帯（単身者

を含む） 
住      民     票 

イ 身体障害者手帳の交付を受け、障害の程度が１～

４級に該当する方がいる世帯 
身 体 障 害 者 手 帳 

ウ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、障害の程

度が１～２級に該当する方がいる世帯 
精 神 障 害 者 保 健 福 祉 手 帳 

エ 療育手帳の交付を受け、障害の程度がＡの方又は

Ｂのうち中度である方がいる世帯 
療 育 手 帳 

オ 原子爆弾被爆者 
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第

117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けて

いる方がいる世帯 

被 爆 者 健 康 手 帳 

カ 海外から引き揚げて５年未満の方がいる世帯 都道府県援護担当課長の証明 

キ ハンセン病療養所入所者等 
ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する

法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入

所者等がいる世帯 

証 明 す る 書 類 

ク 配偶者等からの暴力被害者（ＤＶ被害者）世帯 
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平

成１３年法律第３1号)第1条第2項に規定する被害者がいる世帯 

裁 判 所 の 保 護 命 令 書 等 

ケ 犯罪被害者 
岡山市犯罪被害者等基本条例(平成22年市条例第56号)第2条

第2号に規定する犯罪被害者等がいる世帯 
生活安全課が発行する証明書 

 コ 中国残留邦人等 
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成6

年法律第30号）第14条第1項等に規定する支援給付を受けている

方がいる世帯 

福祉事務所が発行する証明書 

サ 子育て世帯 

18歳に達した日以後の最初の３月３１日までの間にある者を含む

世帯  

住      民     票 

年齢については資格審査日（令和７年３月１日）の年齢で確認します。 
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◎◎  単単身身のの入入居居申申込込要要件件（（一一般般単単身身者者用用住住宅宅へへ申申込込すするる場場合合はは除除くく）） 

 単身で申込をされる方は、２６～２７ページの申込資格①及び③～⑥の全てに該当するほか、

次のア～サまでのいずれかに該当していることが必要です。また、当選後に下記確認書類で確

認します。 
 ただし、常時介護を必要とされる方で、市営住宅に入居することにより，日常生活に支障が出る

と認められる場合は，失格となることがあります。  

 単  身  入  居  申  込  要  件 確 認 書 類 

ア ６０歳以上の方 住 民 票 

イ 身体障害者手帳の交付を受け、障害の程度が

１～４級に該当する方 
身 体 障 害 者 手 帳 

ウ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、障害

の程度が１～３級に該当する方 
精 神 障 害 者 保 健 福 祉 手 帳 

エ 療育手帳の交付を受け、障害の程度がＡの方

又はＢの方 
療 育 手 帳 

オ 原子爆弾被爆者の方 被 爆 者 健 康 手 帳 

カ 生活保護を受けている方 福 祉 事 務 所 長 の 証 明 

キ 海外から引き揚げて５年未満の方 都道府県援護担当課長の証明 

ク ハンセン病療養所入所者等の方 証 明 す る 書 類 

ケ 配偶者等からの暴力被害者（ＤＶ被害者）世帯 裁 判 所 の 保 護 命 令 書 等 

コ 犯罪被害者の方 生活安全課が発行する証明書 

 
サ 中国残留邦人等の方 福祉事務所が発行する証明書 

年齢については資格審査日（令和７年３月１日）の年齢で確認します。 
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◎◎  単単身身のの入入居居申申込込要要件件（（一一般般単単身身者者用用住住宅宅へへ申申込込すするる場場合合はは除除くく）） 

 単身で申込をされる方は、２６～２７ページの申込資格①及び③～⑥の全てに該当するほか、

次のア～サまでのいずれかに該当していることが必要です。また、当選後に下記確認書類で確

認します。 
 ただし、常時介護を必要とされる方で、市営住宅に入居することにより，日常生活に支障が出る

と認められる場合は，失格となることがあります。  

 単  身  入  居  申  込  要  件 確 認 書 類 

ア ６０歳以上の方 住 民 票 

イ 身体障害者手帳の交付を受け、障害の程度が

１～４級に該当する方 
身 体 障 害 者 手 帳 

ウ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、障害

の程度が１～３級に該当する方 
精 神 障 害 者 保 健 福 祉 手 帳 

エ 療育手帳の交付を受け、障害の程度がＡの方

又はＢの方 
療 育 手 帳 

オ 原子爆弾被爆者の方 被 爆 者 健 康 手 帳 

カ 生活保護を受けている方 福 祉 事 務 所 長 の 証 明 

キ 海外から引き揚げて５年未満の方 都道府県援護担当課長の証明 

ク ハンセン病療養所入所者等の方 証 明 す る 書 類 

ケ 配偶者等からの暴力被害者（ＤＶ被害者）世帯 裁 判 所 の 保 護 命 令 書 等 

コ 犯罪被害者の方 生活安全課が発行する証明書 

 
サ 中国残留邦人等の方 福祉事務所が発行する証明書 

年齢については資格審査日（令和７年３月１日）の年齢で確認します。 
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  ◎◎  下下肢肢障障害害者者向向住住宅宅のの入入居居申申込込要要件件 
２６～２７ページの申込資格①及び③～⑥の全てに該当するほか、次の条件を満たしてい
る必要があります。（入居後に同居親族に異動が生じ、下肢障害者世帯でなくなった場合
は、住宅の返還が必要です。） 
※常時の介護を必要とする単身の方で、居宅においてこれを受けることができず、又は受
けることが困難であると認められる場合は失格となることがあります。 

 
●申込者又は同居者に下肢のみの障害で１・２級の身体障害者手帳の交付を受けた方がいる

こと。 
※下肢以外の障害と合わせて１・２級の障害の認定を受けている場合は対象となりません。 

 
●直近の公募において応募がなかった下肢障害者向住宅に限り、申込者又は同居者に下肢

のみの障害で１・２級又は下肢若しくは体幹の障害のため身体障害者手帳の交付を受けた
方であって、当該障害により常時車いすを使用している方がいること。  

  ◎◎  シシルルババーーハハウウジジンンググのの入入居居申申込込要要件件 
２６～２７ページの申込資格③～⑥に該当するほか、入居しようとする方全員が、次の条件の 
全てに該当していることが必要です。当選後に下記確認書類が必要となります。 （入居後に 
同居親族に異動が生じ、65歳以上の方がいなくなった場合は、住宅の返還が必要です。） 
 

 シ ル バ ー ハ ウ ジ ン グ の 入 居 申 込 要 件 確 認 書 類  
 ア 申込時点で岡山市に１年以上居住していること 住     民     票 

 イ ６５歳以上の単身者、 
  ６５歳以上を含む６０歳以上の夫婦の世帯、 

又は６５歳以上の方（２親等以内の親族で、 
  同居理由のあるもの）のみからなる世帯 

住     民     票 
又は  戸籍全部事項証明書等 

 ウ 日常生活上自立可能な単身者、又は同居人の 

介護があれば日常生活が可能な世帯 
医 師 の 診 断 書 
及びシルバーハウジング 
申 込 者 告 知 書 

    年齢については資格審査日（令和７年３月１日）の年齢で確認します。  
  ◎◎  多多人人数数世世帯帯向向住住宅宅のの入入居居申申込込要要件件  

２６～２７ページの申込資格①～⑥の全てに該当するほか、申込者及び同居の親族を合わ
せた人数が４人以上の世帯であることが必要となります。（入居後に同居親族に異動が生じ、
4人以上の世帯でなくなった場合は住宅の返還が必要です。） 

  ◎◎ 公公営営住住宅宅入入居居者者のの入入居居申申込込要要件件 
現在、公営住宅に入居しており、申込資格があるほか、次のア～ウのいずれかに該当する
世帯は、申込可能住宅にある市営住宅に申込むことができます。また、当選後に下記確認
書類が必要となります。 
 

 申 込 対 象 世 帯 申 込 可 能 住 宅 確 認 書 類  
ア 居室が２室以下で 

世帯員が３人以上の世帯 
 居室が３室以上の住宅 現住宅の居住 

証 明 書 等 

イ 単身入居不可の住宅で 

単身者の世帯 

 居室が２室、又は専用面積が 
 ５０㎡以下の住宅 

現住宅の居住 

証 明 書 等 

 ウ 加齢又は障害等のため現 

住宅での生活が困難な世帯 
 日常生活が可能である住宅 医師の診断書 
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（（３３））申申込込ににああたたっっててのの注注意意事事項項  

① 市営住宅には契約期間制度が適用されます。 

◇ 市営住宅に入居できる期間は、高齢者や障害者等を除く単身者世帯は入居日から３年、 

それ以外の世帯は５年となります（４４ページ参照）。 

◇ 入居契約期間満了日の３か月前から１か月前までに更新手続が必要になります。 

※更新時に、市営住宅への入居資格を満たす世帯のみ、更新できます。更新時に、政  

令月収額が収入基準を超える場合は更新できません。 

② 申込時に、希望住宅（１世帯１住宅）を指定していただきます。 
◇ 受付期間後の希望住宅の変更はできません。 

※２次募集は申込受付後、希望住宅の変更はできません。 
◇ 同居予定者に小学生・中学生がいる場合は、５ページに募集団地の小学校区・中学

校区を記載していますのでご確認ください。 
◇ １世帯で２つ以上の住宅に申込や、申込をした方が他の申込者の家族になっている

等の場合は、重複するすべての申込が無効となります。 
③ 『市営住宅入居申込書』の記載事項を、募集受付期間後に変更することはできません。 
◇ 『市営住宅入居申込書』の「入居しようとする人」の欄に記載されていない方は、

申込後に出生した子を除き入居できません。 
◇ 『市営住宅入居申込書』の「入居しようとする人」が死亡されても、同居予定者全

員が入居資格をみたしている場合には入居することができます。そうでない場合は

無効又は失格となります。 
◇ 婚約で申込される方は資格審査日までに入籍されていない場合、また婚約者が変わ

った場合には失格となります。  
◇ 配偶者と別の世帯として申込はできません。離婚予定の方は資格審査日までに離婚

が成立していない場合、失格となります（離婚調停中、DV 被害者の方は除く）。 
④ 『市営住宅入居申込書』受付後、入居資格を調査することがあります。 
⑤ 次の場合は申込を無効又は失格とします。 
◇ 入居資格がないとき。 
◇ 『市営住宅入居申込書』の記載内容及び提出書類に虚偽・不正のあることが判明 
  したとき。 
◇ 入居手続に必要な書類を指定期限までに提出しないとき。 
◇ 入居申込要件に該当しない住宅に申込をしているとき。 

⑥ 友人等の寄合世帯は申込資格がありません。 
⑦ 市営住宅に入居中、又は過去に市営住宅に入居していた世帯で、家賃等が滞納（未納）

になっている世帯の名義人（契約者）、又は連帯保証人は、滞納を完済する必要があ

ります。 
⑧ パートナーシップ宣誓制度による入居を希望される世帯は当選後にパートナーシッ

プ宣誓書受領証の提出が必要です。 
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⑨ 当選率の優遇措置があります。（１次募集のみ） 
申込時点で、次に該当する世帯は、抽選に当たり抽選番号が２つ与えられます（優遇抽選）。 
当選後に、必ず証明する書類又は該当の手帳が必要になります。必要な書類等の提出がな
い場合、又は不備がある場合は失格となります。 

該    当    要    件 確 認 書 類 
Ⅰ 老人世帯 
  申込者が６０歳以上で単身者である、又は同居の親族が次のいずれか

に該当する方のみからなる世帯であること。 
ア 配偶者   イ ６０歳以上の方  ウ １８歳未満の児童 

住 民 票 
又は 

年齢及び続柄を確認
できる公的書類 

Ⅱ 心身障害者世帯  ：入居予定者が、次のいずれかに該当すること。                             
ア 戦傷病者手帳（第１款症以上）の交付を受けている方 戦 傷 病 者 手 帳 
イ 身体障害者手帳（１～４級）の交付を受けている方 身 体 障 害 者 手 帳 

ウ 精神障害者保健福祉手帳（１～３級）の交付を受けている方 
精 神 障 害 者 

保 健 福 祉 手 帳 
エ 療育手帳（ＡまたはＢ）の交付を受けている方 療 育 手 帳 

オ 難病患者等 
障害者総合支援法第 4条第 1項に規定する治療方法が確立していない疾病その

他特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定
める程度であって障害者福祉サービス受給者証又は、地域相談支援受給者証を所
持している方 

障害者福祉サービス 
受給者証 

又は 
地域相談支援受給者証 

Ⅲ ひとり親世帯（母子世帯・父子世帯） 
申込者が配偶者のない方で、同居を予定している全ての方が申込者の子で、

２０歳未満であり、その子を現に扶養し、現に同居しているか又は同居しよ
うとしている方 

戸籍全部事項証明書又は 
児童扶養手当証書 又は 
ひとり親家庭等 

医療費受給資格証 

Ⅳ 配偶者等からの暴力被害者（ＤＶ被害者）世帯 

岡山市営住宅条例第 5 条第 3 項第 3 号の要件に該当する者又は岡山市男女共
同参画相談支援センターその他の公的機関において，配偶者からの暴力の防止
及び被害者の保護等に関する法律(平成 13年法律第 31号)第 1条第 3項に規定す
る配偶者若しくは同法第 28条の 2に規定する関係にある相手からの暴力の被害
を受けたことの証明が受けられる者 

裁判所の保護命令書等 

Ⅴ 犯罪被害者 
岡山市犯罪被害者等基本条例(平成 22 年市条例第 56 号)第 2 条第 2 号に規定

する犯罪被害者等 
生活安全課が発行する証明書 

Ⅵ 子育て世帯 
 １８歳に達した日以後の最初の３月３１日までの間にある者を含む世帯 住 民 票 

年齢については資格審査日（令和７年３月１日）の年齢で確認します。 
 
⑩  シルバーハウジング、下肢障害者向住宅に申込される方は、当選後に、必ず証明する書類 

又は該当の手帳が必要になります。必要な書類等の提出がない場合、又は不備がある場
合は失格となります。 

申 込 住 宅 の 種 別 確認書類 
シルバーハウジング 住 民 票 

下肢障害者向住宅 身体障害者手帳 
（下肢のみで１・２級） 

下肢障害者向住宅（要件緩和） 
直近の公募において入居者がなかった下肢障害者向住宅 
申込者又は同居者が下肢のみの障害で１・２級又は下肢若しくは体幹の障害のため身体

障害者手帳の交付を受け、当該障害により常時車いすを使用していること。 

身体障害者手帳等 
 

車いすの使用が 
確認できる書類 
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３３．．入入居居等等ににつついいてて  
  
（（１１））抽抽選選会会ににつついいてて（（１１次次募募集集ののみみ））  

 
日 時  令令和和７７年年  ２２月月  ３３日日（（月月））午午前前１１００時時 から 

※抽選会に参加されなくても当落に関係することはありません。抽選結果については、抽選

会後に岡山市営住宅管理センターならびに住宅課入口付近に抽選結果を掲示し、ホームペー

ジにも掲載いたします。 
 
場 所  岡山市役所７階大会議室 

※抽選会当日には２次募集の受付は行いません。 
 
・ 抽選番号は入居募集受付期間後に、ハガキで通知します。  
・ 抽選結果については抽選会の翌日以降、ハガキに記載された問い合わせ先へご確認ください。 

 
●抽選方法等について 
 

申込者数が同程度の団地単位でグループ分けし、各グループ、区分毎に番号を割り当てて、そ
のグループ単位で抽選します。 

優遇措置として老人世帯・心身障害者世帯・難病患者等世帯・ひとり親世帯・ＤＶ被害者世帯・
犯罪被害者世帯・子育て世帯の方には抽選番号を２つ割り当てています。 

特定世帯向住宅（シルバーハウジング、下肢障害者向住宅等）は、全ての申込者が優遇措置の
対象となりますので、抽選番号は１つずつの割り当てになります。 
 グループ内の最小抽選番号から、申込世帯数・優遇等で最も割り当てが多かった最大抽選番号
までの球を一度に抽選機に投入します。 

どのグループも最初に出た球を当選番号とし、全区分中の最小番号が出た時点でそのグループ
の抽選は終了となり、繰り返しすべてのグループの抽選を行います。 

応募者が 1名の区分は、その方に割り当てた番号を仮当選番号として、抽選結果に反映します。 
 

【抽選例】グループＡ 

区分 団地名 番館 号 申込者数 抽選番号 当選番号 
(1) A 3 302 5 １～7 ３ 
(2) A 10 102 10 1～15 ９ 
(3) B 2 201 6 1～8 ３ 
(4) B 2 406 2 1～3 ３ 
(5) B 5 101 29 1～38 ２４ 

※（出目番号）[1 球目24]>[2 球目35]>[3 球目18]>[4 球目28]>[5 球目9]>[6 球目14]>[7 球目3] 
 

上記の場合、割り当てた抽選番号の最大の数は 38 ですので、抽選機に 38 個 (1～38 番まで) の
球を入れます。38 個の球から 1つずつ球を出して行き、どの区分も最初に出た球を当選番号とし
ます。割り当てた抽選番号の最も少ない区分が決まるまで球を出します。上記の場合、区分(4)が
1～3 と最も少ないので、3 以下の球が出た時点で終了となります。  
※※  当当選選者者がが、、入入居居をを辞辞退退ししたたとときき又又はは入入居居資資格格ががなないいとと判判明明ししたたとときき  
 「同一申込区分」内で、当選番号の次に大きい抽選番号をお持ちの方に当選資格を順次繰り上
げます。（最大抽選番号の次に大きい抽選番号は、最小抽選番号とします。） 
 
（例）「区分１」の住宅に６人の申込があり、当選番号が「５」の場合 

申 込 者 Ａさん Ｂさん Ｃさん Ｄさん Ｅさん Ｆさん 

抽選番号 1 2 3 4 5 6 
 
 この場合、「Ｅさん」が当選者になります。 

しかし、「Ｅさん」が入居を辞退したとき又は入居資格がないと判明したときには、抽選番号
「６」をお持ちの「Ｆさん」に、さらに「Ｆさん」が入居を辞退した場合又は入居資格がないと
判明したときには「Ａさん」にと当選資格を順次繰り上げます。 

※ 繰繰りり上上げげ当当選選のの有有効効期期間間はは原原則則令令和和７７年年２２月月１１９９日日（（水水））ままででととししまますす。。  
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（（２２））資資格格審審査査及及びび入入居居手手続続  
  

市営住宅に当選された方には資格審査及び入居手続に必要な書類提出の案内をし、資格

審査及び入居手続を行います。資格審査の結果、入居資格がないと判断された方の入居申

込は無効となります。（資格審査日は、令和７年３月１日です。） 
資格審査及び入居手続に必要な書類には、 

     『ⅠⅠ 必必ずず提提出出ししてていいたただだくく書書類類  』 
     『ⅡⅡ 入入居居予予定定者者のの状状況況にによよっってて必必要要ととななるる書書類類  』 とがあります。 

必要書類提出の案内があった場合、十分確認のうえ提出期日までに、申申込込者者本本人人又又はは同同

居居すするる家家族族（（未未成成年年者者不不可可））のの方方がが持持参参ししててくくだだささいい。。  
※※  市市営営住住宅宅入入居居にに連連帯帯保保証証人人、、敷敷金金はは必必要要あありりまませせんん。。  

 
 『ⅠⅠ 必必ずず提提出出ししてていいたただだくく書書類類  』 
 

①  世世帯帯全全員員のの記記載載ののああるる住住民民票票 
・住民票の証明内容が「この写しは、世帯全員の住民票の原本と相違ないことを証明す

る。」  と記載されていることが必要です。必ず「続柄と戸籍の表示の記載されたもの」を

発行してもらってください。（マイナンバーの記載がないもの） 

・婚約中の方の場合は、申込者・婚約者双方の世帯全員の住民票が必要です。 

・外国籍の方は「世帯氏名、続柄（縁故者は不可）、国籍・在留カード等番号」の記載さ 

れたものを発行してください。 

 
 ② 所所得得証証明明書書（（市市町町村村役役場場がが発発行行すするる所所得得にに関関すするる証証明明書書でですす。。）） 

・１８歳以上の入居予定者全員の最新の所得証明書が必要です。 

 ※１８歳未満であっても、収入のある方は所得証明書が必要です。 
・無職で収入のない方（退職者、退職予定者も含む。）も必ず提出してください。 

・源泉徴収票ではありません。 

・岡山市に転入して間がない方は岡山市で証明できないことがありますので、その    

   場合は前住所の市町村役場で証明を受けてください。（課税額記載のもの） 

・コロナ給付金等を受給されている方は、ご相談ください。 
 
 ③ 収収入入をを証証明明すするる書書類類 
  （ア） 給給与与所所得得者者のの方方  … 給与支給証明書      

・給与支給証明書に現在の勤務先で証明（直前の支給日から過去１年間分）を 

もらってください。アルバイト、パート等で収入を得ている方も必要です。 
・勤務期間が１年未満の場合も証明が必要です。 
・給与所得者が２人以上の場合は、該当者全員の給与支給証明書が必要です。 

  （イ） 事事業業所所得得者者のの方方  … 直近の確定申告の写しを求める場合があります。 
  （ウ） 公公的的年年金金等等所所得得者者のの方方  … 年金額改定通知書 

・年金受給者は、最新の年金額改定通知書等を持参してください。 
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（（２２））資資格格審審査査及及びび入入居居手手続続  
  

市営住宅に当選された方には資格審査及び入居手続に必要な書類提出の案内をし、資格

審査及び入居手続を行います。資格審査の結果、入居資格がないと判断された方の入居申

込は無効となります。（資格審査日は、令和７年３月１日です。） 
資格審査及び入居手続に必要な書類には、 

     『ⅠⅠ 必必ずず提提出出ししてていいたただだくく書書類類  』 
     『ⅡⅡ 入入居居予予定定者者のの状状況況にによよっってて必必要要ととななるる書書類類  』 とがあります。 

必要書類提出の案内があった場合、十分確認のうえ提出期日までに、申申込込者者本本人人又又はは同同

居居すするる家家族族（（未未成成年年者者不不可可））のの方方がが持持参参ししててくくだだささいい。。  
※※  市市営営住住宅宅入入居居にに連連帯帯保保証証人人、、敷敷金金はは必必要要あありりまませせんん。。  

 
 『ⅠⅠ 必必ずず提提出出ししてていいたただだくく書書類類  』 
 

①  世世帯帯全全員員のの記記載載ののああるる住住民民票票 
・住民票の証明内容が「この写しは、世帯全員の住民票の原本と相違ないことを証明す

る。」  と記載されていることが必要です。必ず「続柄と戸籍の表示の記載されたもの」を

発行してもらってください。（マイナンバーの記載がないもの） 

・婚約中の方の場合は、申込者・婚約者双方の世帯全員の住民票が必要です。 

・外国籍の方は「世帯氏名、続柄（縁故者は不可）、国籍・在留カード等番号」の記載さ 

れたものを発行してください。 

 
 ② 所所得得証証明明書書（（市市町町村村役役場場がが発発行行すするる所所得得にに関関すするる証証明明書書でですす。。）） 

・１８歳以上の入居予定者全員の最新の所得証明書が必要です。 

 ※１８歳未満であっても、収入のある方は所得証明書が必要です。 
・無職で収入のない方（退職者、退職予定者も含む。）も必ず提出してください。 

・源泉徴収票ではありません。 

・岡山市に転入して間がない方は岡山市で証明できないことがありますので、その    

   場合は前住所の市町村役場で証明を受けてください。（課税額記載のもの） 

・コロナ給付金等を受給されている方は、ご相談ください。 
 
 ③ 収収入入をを証証明明すするる書書類類 
  （ア） 給給与与所所得得者者のの方方  … 給与支給証明書      

・給与支給証明書に現在の勤務先で証明（直前の支給日から過去１年間分）を 

もらってください。アルバイト、パート等で収入を得ている方も必要です。 
・勤務期間が１年未満の場合も証明が必要です。 
・給与所得者が２人以上の場合は、該当者全員の給与支給証明書が必要です。 

  （イ） 事事業業所所得得者者のの方方  … 直近の確定申告の写しを求める場合があります。 
  （ウ） 公公的的年年金金等等所所得得者者のの方方  … 年金額改定通知書 

・年金受給者は、最新の年金額改定通知書等を持参してください。 
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・遺族年金、障害年金は所得とみなしませんので年金額改定通知書等は不要です。 
・企業年金を受給されている方は最新の年金額が確認できるものを持参してください。 
・年金受給者が２名以上の場合は該当者全員の年金額改定通知書等が必要です。 

 
 ④ 市市営営住住宅宅賃賃貸貸借借契契約約書書 

・印鑑は必ず印鑑登録されているものを使用してください。 
 
 ⑤ 申申込込者者のの印印鑑鑑登登録録証証明明書書 
 
 ⑥ 誓誓約約書書 

・市営住宅に入居するにあたっての誓約事項が書いてあります。 
 
 ⑦ 収収入入申申告告書書 

・市営住宅の家賃の算定の基礎になる書類です。 
 
  ⑧  滞滞納納無無証証明明書書（（岡岡山山市市提提出出用用）） 

・岡山市税の滞納がないことを証明する書類です。 
     （18才以上の入居予定者全員分必要です。） 
 
『ⅡⅡ 入入居居予予定定者者のの状状況況にによよっってて必必要要ととななるる書書類類  』 
 
 （１） 単単身身のの方方 

・緊急時等連絡先届出書 （原則別世帯の方２名） 
・単身入居資格認定のための申立書 
・２９ページの単身入居申込要件を証明する書類 

 
 （２） 下下肢肢障障害害者者向向住住宅宅にに当当選選さされれたた方方 

・身体障害者手帳 （下肢のみ１・２級） 

・要件緩和した下肢障害者向住宅に当選された方は３２ページの認定条件に挙げら 
れている確認書類 
 

 （３） シシルルババ－－ハハウウジジンンググにに当当選選さされれたた方方 
・資格認定のための申立書 

      入居予定者全員のものが必要です。 
・親族の場合は親族関係の分かる書類（戸籍全部事項証明書等） 
・医師の診断書 

・３０ページのシルバーハウジング入居申込要件に挙げられている確認書類 
 
 （４） 申申込込時時にに婚婚約約中中のの方方 

・入籍が確認できる書類（戸籍全部事項証明書、住民票等） 
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 （５） 婚婚姻姻のの届届出出ははししてていいなないいがが事事実実上上婚婚姻姻関関係係とと同同様様のの事事情情（（内内縁縁関関係係））ににああるる場場合合 
・双方の戸籍全部事項証明書 

・住民票 
・独身証明（婚姻要件具備証明書等） ※外国籍の方のみ必要です。 

 
 （６） 入入居居予予定定者者のの中中にに３３４４ペペーージジ②②のの前前年年分分のの所所得得証証明明書書でではは収収入入ががああるるがが、、現現在在はは退退職職

        等等でで収収入入ががななくくななっったた方方、、ままたたはは資資格格審審査査日日ままででにに退退職職をを予予定定ししてていいるる方方 

・退職証明書等 
       元の勤務先又は現在の勤務先の証明書 

・退職予定証明書等（退職後、資格審査日までに退職証明書の提出が必要です。）  
       元の勤務先又は現在の勤務先の証明書 
 
 （７） 生生活活保保護護受受給給中中のの方方 

・福祉事務所長の証明書 
 
 （８） ひひととりり親親世世帯帯のの方方（（母母子子世世帯帯・・父父子子世世帯帯）） 

・戸籍全部事項証明書又は児童扶養手当証書の写し又はひとり親家庭等医療費受給 

資格証の写し 
 
 （９） 公公営営住住宅宅入入居居者者がが申申込込むむ場場合合 

・３０ページの公営住宅入居者の入居申込要件に挙げられている確認書類 
  

（１０） 高高齢齢者者・・障障害害者者等等のの世世帯帯 
・２８ページの認定条件に挙げられている確認書類 

 
（１１） パパーートトナナーーシシッッププ宣宣誓誓制制度度にによよるる入入居居をを希希望望さされれてていいるる方方  

・パートナーシップ宣誓書受領証 
 
（１２） 入入居居予予定定者者のの中中にに特特別別控控除除対対象象者者（（３３９９ペペーージジのの特特別別控控除除欄欄参参照照））ががああるる場場合合 

・証明する書類（各種手帳又は証明書等） 
 
（１３) 入入居居ししなないいがが所所得得税税法法上上扶扶養養ししてていいるる親親族族ががいいるる場場合合 

・証明する書類（源泉徴収票等） 
 
（１４） 申申込込者者とと入入居居予予定定者者のの関関係係がが住住民民票票でで確確認認ででききなないい場場合合 

・戸籍全部事項証明書 
 
（１５） そそのの他他 

・必要に応じて、上記以外の関係書類を提出していただくことがあります。 
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 （５） 婚婚姻姻のの届届出出ははししてていいなないいがが事事実実上上婚婚姻姻関関係係とと同同様様のの事事情情（（内内縁縁関関係係））ににああるる場場合合 
・双方の戸籍全部事項証明書 

・住民票 
・独身証明（婚姻要件具備証明書等） ※外国籍の方のみ必要です。 

 
 （６） 入入居居予予定定者者のの中中にに３３４４ペペーージジ②②のの前前年年分分のの所所得得証証明明書書でではは収収入入ががああるるがが、、現現在在はは退退職職

        等等でで収収入入ががななくくななっったた方方、、ままたたはは資資格格審審査査日日ままででにに退退職職をを予予定定ししてていいるる方方 

・退職証明書等 
       元の勤務先又は現在の勤務先の証明書 

・退職予定証明書等（退職後、資格審査日までに退職証明書の提出が必要です。）  
       元の勤務先又は現在の勤務先の証明書 
 
 （７） 生生活活保保護護受受給給中中のの方方 

・福祉事務所長の証明書 
 
 （８） ひひととりり親親世世帯帯のの方方（（母母子子世世帯帯・・父父子子世世帯帯）） 

・戸籍全部事項証明書又は児童扶養手当証書の写し又はひとり親家庭等医療費受給 

資格証の写し 
 
 （９） 公公営営住住宅宅入入居居者者がが申申込込むむ場場合合 

・３０ページの公営住宅入居者の入居申込要件に挙げられている確認書類 
  

（１０） 高高齢齢者者・・障障害害者者等等のの世世帯帯 
・２８ページの認定条件に挙げられている確認書類 

 
（１１） パパーートトナナーーシシッッププ宣宣誓誓制制度度にによよるる入入居居をを希希望望さされれてていいるる方方  

・パートナーシップ宣誓書受領証 
 
（１２） 入入居居予予定定者者のの中中にに特特別別控控除除対対象象者者（（３３９９ペペーージジのの特特別別控控除除欄欄参参照照））ががああるる場場合合 

・証明する書類（各種手帳又は証明書等） 
 
（１３) 入入居居ししなないいがが所所得得税税法法上上扶扶養養ししてていいるる親親族族ががいいるる場場合合 

・証明する書類（源泉徴収票等） 
 
（１４） 申申込込者者とと入入居居予予定定者者のの関関係係がが住住民民票票でで確確認認ででききなないい場場合合 

・戸籍全部事項証明書 
 
（１５） そそのの他他 

・必要に応じて、上記以外の関係書類を提出していただくことがあります。 
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（（３３））政政令令月月収収額額ににつついいてて  
                                                                            
 「収入」とは税込総収入金額をいい、「所得」とは総収入金額から税法上認められた必要経費

を控除した後の金額をいいます。 
 

ア． 入居する家族（婚約者を含む）に所得者が２人以上いる場合は、１人ずつ所得の種類

ごとに計算し、その後それぞれの所得の金額を合算します。 

 
イ． 次のような収入は所得には含めません。                                    

生活保護の各種扶助料、雇用保険及び労災保険の各種給付金、遺族年金及び障害年  

金、仕送り等 
 

ウ． 中途就職者の場合は、次の算式により年間総収入金額を推定します。  

 推推定定年年間間総総収収入入金金額額＝＝（（総総収収入入金金額額－－賞賞与与分分））÷÷勤勤務務月月数数××１１２２月月＋＋賞賞与与  

 
 

エ． 所得者が１人で、かつ特別控除対象者（老人配偶者、老人扶養親族、特定扶養親族、

寡婦、ひとり親、障害者、特別障害者）がいない場合は、４０ページの収入基準早見表を

参照してください。 
 

オ． 所得者が２人以上いる場合、又は特別控除対象者がいる場合は、３８～３９ページの計

算方法により政令月収額を計算してください。（給与所得者はＡから、事業所得者はＢか

ら、公的年金等所得者はＣから実際に金額をあてはめて計算すること。） 
 

カ． 年金所得（雑所得）は、次のような収入が対象になります。                                 
・公的年金：国民年金（老齢基礎年金）、老齢厚生年金、退職共済年金 

・私的年金：企業年金（厚生年金基金・確定給付年金等）、確定拠出年金、国民年金基金 

・個人年金：年金保険 
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政政令令月月収収額額のの計計算算方方法法  
                                       

※勤務月数又は営業月数が12月に満たない場合は３７ページの算式により、推定年間総収入（所得） 金
額を計算してください。  

 ＡＡ  年年間間総総所所得得金金額額のの計計算算（（給給与与所所得得者者のの場場合合））          
   年 間 総 収 入 金 額     年 間 総 所 得 金 額  

                 551,000円未満 0円 
 551,000円以上 1,619,000円未満 （年間総収入金額 ）      －      550,000円＝       
1,619,000円以上 1,620,000円未満 1,069,000円 
1,620,000円以上 1,622,000円未満 1,070,000円 
1,622,000円以上 1,624,000円未満 1,072,000円 
1,624,000円以上 1,628,000円未満 1,074,000円 

1,628,000円以上 1,800,000円未満 （端数整理後の年間総収入金額） ×0.6 ＋     100,000円＝       
1,800,000円以上 3,600,000円未満 （     〃     ） ×0.7 －    80,000円＝       

3,600,000円以上 6,600,000円未満 （     〃     ） ×0.8 －     440,000円＝       
6,600,000円以上 8,500,000円未満 （年間総収入金額 ） ×0.9 － 1,100,000円＝       

 
 （注）端数整理の方法 
     収入金額が 1,628,000円以上の場合は、4,000円ごとに下位の額に整理する。  

   〈計算例〉年間総収入金額が 2,326,500 円の場合 
①４，０００円の倍数に整理する。    2,326,500円÷ 4,000円    ＝  581.625 
②小数点以下を切り捨てる。            581.625        →       581 
③端数整理した収入金額を計算する。   4,000円× 581     ＝ 2,324,000円 
④所得金額を計算する。         2,324,000円× 0.7－   80,000円 ＝ 1,546,800円 

 

 
   ＢＢ  年年間間総総所所得得金金額額のの計計算算（（事事業業所所得得者者のの場場合合））  

年間総収入金額－税法上の必要経費 
 
   ＣＣ  年年間間総総所所得得金金額額のの計計算算（（公公的的年年金金等等所所得得者者のの場場合合））                                            

年齢    年 間 総 収 入 金 額    年 間 総 所 得 金 額  
65
歳
以
上 

1,100,000円以下              0円 
1,100,001円以上 3,300,000円未満    （年間総収入金額）      － 1,100,000円＝ 
3,300,000円以上 4,100,000円未満    （年間総収入金額）×0.75－  275,000円＝ 
4,100,000円以上 7,700,000円未満    （年間総収入金額）×0.85－  685,000円＝ 

65
歳
未
満 

600,000円以下              0円 
600,001円以上 1,300,000円未満    （年間総収入金額）      －  600,000円＝ 

1,300,000円以上 4,100,000円未満    （年間総収入金額）×0.75－  275,000円＝ 
4,100,000円以上 7,700,000円未満    （年間総収入金額）×0.85－  685,000円＝ 

 
                          

 
               

 
 

 

 

 
（注１） 10万円に満たない場合は、当該合計金額 

（注２） それぞれ10万円に満たない場合は、当該合計金額                                          
月 収 額 入 居 対 象 者 

0円 ～ 158,000円以下 一 般 の 世 帯 

0円 ～ 214,000円以下 高齢者・障害者等の世帯 

0円 ～ 259,000円以下 子  育  て  世  帯 

＝＝  

 A＋C の場合 

２０万円（注２） 

    円     円     円 ――      円 12 ÷÷  ――  

年間総所得金額合計 Ｄ控除金額合計     A 又は C の場合 

１０万円（注１） 政令月収額 
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政政令令月月収収額額のの計計算算方方法法  
                                       

※勤務月数又は営業月数が12月に満たない場合は３７ページの算式により、推定年間総収入（所得） 金
額を計算してください。  

 ＡＡ  年年間間総総所所得得金金額額のの計計算算（（給給与与所所得得者者のの場場合合））          
   年 間 総 収 入 金 額     年 間 総 所 得 金 額  

                 551,000円未満 0円 
 551,000円以上 1,619,000円未満 （年間総収入金額 ）      －      550,000円＝       
1,619,000円以上 1,620,000円未満 1,069,000円 
1,620,000円以上 1,622,000円未満 1,070,000円 
1,622,000円以上 1,624,000円未満 1,072,000円 
1,624,000円以上 1,628,000円未満 1,074,000円 

1,628,000円以上 1,800,000円未満 （端数整理後の年間総収入金額） ×0.6 ＋     100,000円＝       
1,800,000円以上 3,600,000円未満 （     〃     ） ×0.7 －    80,000円＝       

3,600,000円以上 6,600,000円未満 （     〃     ） ×0.8 －     440,000円＝       
6,600,000円以上 8,500,000円未満 （年間総収入金額 ） ×0.9 － 1,100,000円＝       

 
 （注）端数整理の方法 
     収入金額が 1,628,000円以上の場合は、4,000円ごとに下位の額に整理する。  

   〈計算例〉年間総収入金額が 2,326,500 円の場合 
①４，０００円の倍数に整理する。    2,326,500円÷ 4,000円    ＝  581.625 
②小数点以下を切り捨てる。            581.625        →       581 
③端数整理した収入金額を計算する。   4,000円× 581     ＝ 2,324,000円 
④所得金額を計算する。         2,324,000円× 0.7－   80,000円 ＝ 1,546,800円 

 

 
   ＢＢ  年年間間総総所所得得金金額額のの計計算算（（事事業業所所得得者者のの場場合合））  

年間総収入金額－税法上の必要経費 
 
   ＣＣ  年年間間総総所所得得金金額額のの計計算算（（公公的的年年金金等等所所得得者者のの場場合合））                                            

年齢    年 間 総 収 入 金 額    年 間 総 所 得 金 額  
65
歳
以
上 

1,100,000円以下              0円 
1,100,001円以上 3,300,000円未満    （年間総収入金額）      － 1,100,000円＝ 
3,300,000円以上 4,100,000円未満    （年間総収入金額）×0.75－  275,000円＝ 
4,100,000円以上 7,700,000円未満    （年間総収入金額）×0.85－  685,000円＝ 

65
歳
未
満 

600,000円以下              0円 
600,001円以上 1,300,000円未満    （年間総収入金額）      －  600,000円＝ 

1,300,000円以上 4,100,000円未満    （年間総収入金額）×0.75－  275,000円＝ 
4,100,000円以上 7,700,000円未満    （年間総収入金額）×0.85－  685,000円＝ 

 
                          

 
               

 
 

 

 

 
（注１） 10万円に満たない場合は、当該合計金額 

（注２） それぞれ10万円に満たない場合は、当該合計金額                                          
月 収 額 入 居 対 象 者 

0円 ～ 158,000円以下 一 般 の 世 帯 

0円 ～ 214,000円以下 高齢者・障害者等の世帯 

0円 ～ 259,000円以下 子  育  て  世  帯 

＝＝  

 A＋C の場合 

２０万円（注２） 

    円     円     円 ――      円 12 ÷÷  ――  

年間総所得金額合計 Ｄ控除金額合計     A 又は C の場合 

１０万円（注１） 政令月収額 
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ＤＤ  控控除除金金額額のの計計算算                                              
控  除  種  別 控    除    対    象    者 控  除  金  額 

一
般
控
除 

 １．同居者 本人以外で、一緒に市営住宅に入居しようとする人 380,000円× 人＝ 
円 

 ２．同居していない 
 扶養親族(注)  

市営住宅に入居しないが、所得税法上の扶養親族になって
いる人 

380,000円× 人＝ 
円 

特

別

控

除

 

 ３．70歳以上 
  同一生計配偶者(注)  70歳以上の同一生計配偶者 100,000円× 人＝ 

円 

 ４．70歳以上 
老人扶養親族(注)  70歳以上の扶養親族 100,000円× 人＝ 

円 

 ５．特定扶養親族(注) 16歳以上23歳未満の扶養親族 250,000円× 人＝ 
円 

６．障害者 

※（ア）と（イ）を重複し

て控除することはでき

ません  

本
人
又
�
� 

�
�
�
人
�
次
�
該
当
す
�
人 

特

別

障

害

者

（ア） 

①心神喪失の常況にある人  
②精神保健指定医などから重度の知的障害 

者と判定された人  
③精神障害者保健福祉手帳の交付を受けて 

いる人で１級の人  
④身体障害者手帳の交付を受けている人で 

１・２級の人  
⑤戦傷病者手帳の交付を受けている人で特 

別項症から第三項症までの人  
⑥原子爆弾被爆者のうち厚生労働大臣の認 

定を受けている人  
⑦常に就床を要し複雑な介護を要する人  

400,000円× 人＝ 
 

円 

障

害

者

（イ） 

①精神保健指定医などから中度・軽度の知的障害 
者と判定された人 

②精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている 
人で２・３級の人 

③身体障害者手帳の交付を受けている人で３級～ 
６級の人 

④戦傷病者手帳の交付を受けている人で第四項 
症から第四目症までの人 

270,000円× 人＝ 
 

円 

 ７．寡婦 

本人あるいは同居者のうち 
① 夫と離婚してから婚姻していない人、かつ扶養親族を有

する人で所得金額が500万円以下の人 
② 夫と死別してから婚姻していない人又は、夫の生死が明ら

かでない人で、所得金額が500万円以下の人 
※事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者が
いない 

270,000円× 人＝ 
 
 
 
 
 

円 

 ８．ひとり親 

本人あるいは同居者のうち 
現に婚姻をしていない人又は配偶者の生死が明らかでな
い人で所得金額が48万円以下の子（他の者の控除対象配
偶者又は、扶養親族とされている者を除く）を有し、かつ所
得金額が500万円以下の人 
※事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者が
いない 

350,000円× 人＝ 
 
 
 
 
 

円 

 

（注）「扶養親族」「同一生計配偶者」には年間の所得額が４8万円を超える者は含まれません 

 

 

 

 

所得額が 27 万 

円未満の場合 

は当該所得額 

所得額が 35 万 

円未満の場合 

は当該所得額 
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〈収入基準早見表〉 
※入居が認められる収入の目安です。 

※所得者が一人で、かつ特別控除対象者(老人配偶者、老人扶養親族、特定扶養親族、 

寡婦、ひとり親、障害者、特別障害者)がいない場合 
 

   ●  給給与与所所得得だだけけのの方方                                                           （単位 円） 

 区  分  種別 
現に同居又は同居しようとする親族（本人を除く）及び遠隔地扶養者数  

０人（単身者） １人（２人家族) ２人(３人家族) ３人(４人家族) ４人(５人家族) ５人(６人家族） 

年 

間 

総 

収 

入 

金 

額 

 一般 
0～

2,967,999 
0～ 

3,511,999 
     0～ 

3,995,999 
       0～ 
4,471,999 

       0～ 
4,947,999 

      0～ 
5,423,999 

高齢者･ 
障害者等

の世帯 

0～ 
3,887,999 

       0～ 
4,363,999 

       0～ 
4,835,999 

       0～ 
5,311,999 

       0～ 
5,787,999 

       0～ 
6,263,999 

子育て 

世帯 

 
0～ 

5,035,999 

0～ 

5,511,999 

0～ 

5,987,999 

0～ 

6,463,999 

0～ 

6,899,999 

 

 

● 事事業業所所得得だだけけのの方方                                                                           （単位 円） 

 区  分  種別 
現に同居又は同居しようとする親族（本人を除く）及び遠隔地扶養者数  

０人（単身者） １人（２人家族) ２人(３人家族) ３人(４人家族) ４人(５人家族) ５人(６人家族） 

 

年 

間 

総 

所 
得 
金 

額 

 一般 
     0～ 

1,896,011 
      0～ 

2,276,011 
      0～ 

2,656,011 
    0～ 

3,036,011 
     0～ 

3,416,011 
      0～ 

3,796,011 

高齢者･ 
障害者等

の世帯 

    0～ 
2,568,011 

     0～ 
2,948,011 

     0～ 
3,328,011 

     0～ 
3,708,011 

     0～ 
4,088,011 

      0～ 
4,468,011 

子育て 

世帯 

 
0～ 

3,488,011 

0～ 

3,868,011 

0～ 

4,248,011 

0～ 

4,628,011 

0～ 

5,008,011 

 

 
   ●  公公的的年年金金等等所所得得だだけけのの方方                                                 （単位 円） 

 区  分  種別 
現に同居又は同居しようとする親族（本人を除く）及び遠隔地扶養者数  

０人（単身者） １人（２人家族) ２人(３人家族) ３人(４人家族) ４人(５人家族) ５人(６人家族） 

年 

間 

総 

収 

入 

金 

額 

 一般 
   0～ 

3,028,015 
     0～ 

3,534,682 
    0～ 

4,041,349 
   0～ 

4,495,308 
    0～ 

4,942,367 
     0～ 

5,389,425 

高齢者･ 
障害者等

の世帯 

      0～ 
3,924,015 

      0～ 
4,391,778 

     0～ 
4,838,837 

    0～ 
5,285,896 

     0～ 
5,732,955 

     0～ 
6,180,014 

子育て 

世帯 

 
0～ 

5,027,072 

0～ 

5,474,131 

0～ 

5,921,190 

0～ 

6,368,249 

0～ 

6,815,308 
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（（４４））入入居居説説明明会会ににつついいてて  
 
   資格審査の結果、入居が決定された方には入居説明会の開催案内を送付します。入居説明

会の開催日時及び場所は、開催案内に記載します。 
   説明会前（鍵のお渡し前）は入居予定場所に勝手に物を置いたり、近隣の方に確認や相談

をしたりしないようにしてください。 
  

 
  ・市営住宅に入居するにあたって、大切なこと・守ってもらいたいことなどを説明します。 

  ・入居される市営住宅に町内会長（管理人）がいる場合には、入居者様の氏名、入居人数を、

その方にお知らせします。入居者様には、町内会長（管理人）の氏名、部屋番号をお知らせ

します。 

  ・当日は、岡山市営住宅賃貸借契約書に押印した印鑑を持参してください。 
  ・鍵は説明会終了後、お渡しします。 
  ・必必ずず本本人人又又はは入入居居すするる家家族族（（未未成成年年者者不不可可））のの方方がが出出席席ししてていいたただだくく必必要要ががあありりまますす。。欠欠席席

のの場場合合はは鍵鍵ををおお渡渡ししすするるここととががででききまませせんん。。 
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〈収入基準早見表〉 
※入居が認められる収入の目安です。 

※所得者が一人で、かつ特別控除対象者(老人配偶者、老人扶養親族、特定扶養親族、 

寡婦、ひとり親、障害者、特別障害者)がいない場合 
 

   ●  給給与与所所得得だだけけのの方方                                                           （単位 円） 

 区  分  種別 
現に同居又は同居しようとする親族（本人を除く）及び遠隔地扶養者数  

０人（単身者） １人（２人家族) ２人(３人家族) ３人(４人家族) ４人(５人家族) ５人(６人家族） 

年 

間 

総 

収 

入 

金 

額 

 一般 
0～

2,967,999 
0～ 

3,511,999 
     0～ 

3,995,999 
       0～ 
4,471,999 

       0～ 
4,947,999 

      0～ 
5,423,999 

高齢者･ 
障害者等

の世帯 

0～ 
3,887,999 

       0～ 
4,363,999 

       0～ 
4,835,999 

       0～ 
5,311,999 

       0～ 
5,787,999 

       0～ 
6,263,999 

子育て 

世帯 

 
0～ 

5,035,999 

0～ 

5,511,999 

0～ 

5,987,999 

0～ 

6,463,999 

0～ 

6,899,999 

 

 

● 事事業業所所得得だだけけのの方方                                                                           （単位 円） 

 区  分  種別 
現に同居又は同居しようとする親族（本人を除く）及び遠隔地扶養者数  

０人（単身者） １人（２人家族) ２人(３人家族) ３人(４人家族) ４人(５人家族) ５人(６人家族） 

 

年 

間 

総 

所 

得 

金 

額 

 一般 
     0～ 

1,896,011 
      0～ 

2,276,011 
      0～ 

2,656,011 
    0～ 

3,036,011 
     0～ 

3,416,011 
      0～ 

3,796,011 

高齢者･ 
障害者等

の世帯 

    0～ 
2,568,011 

     0～ 
2,948,011 

     0～ 
3,328,011 

     0～ 
3,708,011 

     0～ 
4,088,011 

      0～ 
4,468,011 

子育て 

世帯 

 
0～ 

3,488,011 

0～ 

3,868,011 

0～ 

4,248,011 

0～ 

4,628,011 

0～ 

5,008,011 

 

 
   ●  公公的的年年金金等等所所得得だだけけのの方方                                                 （単位 円） 

 区  分  種別 
現に同居又は同居しようとする親族（本人を除く）及び遠隔地扶養者数  

０人（単身者） １人（２人家族) ２人(３人家族) ３人(４人家族) ４人(５人家族) ５人(６人家族） 

年 

間 

総 

収 

入 

金 

額 

 一般 
   0～ 

3,028,015 
     0～ 

3,534,682 
    0～ 

4,041,349 
   0～ 

4,495,308 
    0～ 

4,942,367 
     0～ 

5,389,425 

高齢者･ 
障害者等

の世帯 

      0～ 
3,924,015 

      0～ 
4,391,778 

     0～ 
4,838,837 

    0～ 
5,285,896 

     0～ 
5,732,955 

     0～ 
6,180,014 

子育て 

世帯 

 
0～ 

5,027,072 

0～ 

5,474,131 

0～ 

5,921,190 

0～ 

6,368,249 

0～ 

6,815,308 
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（（４４））入入居居説説明明会会ににつついいてて  
 
   資格審査の結果、入居が決定された方には入居説明会の開催案内を送付します。入居説明

会の開催日時及び場所は、開催案内に記載します。 
   説明会前（鍵のお渡し前）は入居予定場所に勝手に物を置いたり、近隣の方に確認や相談

をしたりしないようにしてください。 
  

 
  ・市営住宅に入居するにあたって、大切なこと・守ってもらいたいことなどを説明します。 

  ・入居される市営住宅に町内会長（管理人）がいる場合には、入居者様の氏名、入居人数を、

その方にお知らせします。入居者様には、町内会長（管理人）の氏名、部屋番号をお知らせ

します。 

  ・当日は、岡山市営住宅賃貸借契約書に押印した印鑑を持参してください。 
  ・鍵は説明会終了後、お渡しします。 
  ・必必ずず本本人人又又はは入入居居すするる家家族族（（未未成成年年者者不不可可））のの方方がが出出席席ししてていいたただだくく必必要要ががあありりまますす。。欠欠席席

のの場場合合はは鍵鍵ををおお渡渡ししすするるここととががででききまませせんん。。 
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（（５５））入入居居後後のの注注意意事事項項  
  
（１）入居可能日から１０日以内に入居してください。また、入居した日から１４日以内に住民票の写し

を提出してください。 

 

（２）入居後、転居・出生・死亡等家族に異動があった場合、家賃に影響しますので住民票の異

動だけでなく必ず岡山市営住宅管理センターもしくは各区役所市営住宅窓口へ１４日以内

に届け出をしてください。 

 

（３）市営住宅では、犬・猫・鳥などの動物（いわゆるペット類）を飼うこと又は他人のペットを保管す

ることはできません。 

 

（４）畳、襖、ガラスなどいわゆる「使いいたみ」をするものは、入居者において修繕又は交換を

してください。 

 

（５）翌年度の家賃を決定するため、毎年７月に全入居者を対象に前年の「世帯の収入」につい

ての調査書類である「収入申告書」を発送します。必要事項を記入の上、必ず提出してくだ

さい。（その際に所得証明書等を添付してください。） 

なお、収入申告書が提出されない場合は近傍同種の住宅の家賃（民間住宅並みの家賃）

となりますのでご注意ください。 

 

（６）家賃の納入通知書は、毎年４月初めに前期分（４月～９月）、１０月初めに後期分（１０月～

翌年３月）を郵送します。必ず毎月末日までにその月分を納付してください。 

なお、納付にあたっては口座振替のご利用をおすすめします。 

 

（７）入居後３年を経過する人で、政令月収額が１５万８千円（高齢者・障害者等の世帯は２１万

４千円、子育て世帯は２５万９千円）を超えるときは収入超過者となります。収入超過者に

は「収入超過者に課される家賃」がかかるとともに、住宅の明渡努力義務が生じます。 

 

（８）入居後５年を経過する人で、直近２年間の政令月収額が連続して３１万３千円を超えるとき

は高額所得者となります。高額所得者には近傍同種の住宅の家賃（民間住宅並みの家賃）

がかかるとともに、住宅の明渡義務が生じます。 

 

（９）次のいずれかに該当する場合は、住宅の明渡し（若しくは損害賠償又はその両方）を請求

します。 

ア．不正行為によって入居したとき。 

イ．家賃を３カ月以上滞納したとき。 

ウ．住宅又は共同施設を故意にき損したとき、又は正常な状態で維持しないとき。 

エ．正当な理由なく１５日以上住宅に居住しない常況にあるとき。 

オ．暴力団員であることが判明したとき。 

カ．高額所得者と認定され、明渡請求の期限が到来したとき。    

キ．岡山市営住宅条例若しくは同条例に基づく規則の規定又は岡山市営住宅賃貸借契約

書に記載されている契約条項に違反したとき。 

ク．詐欺等の不正手段により家賃の全部又は一部の徴収を免れたとき。 
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（１０）詐欺その他不正の行為により、家賃又は駐車場使用料の全部又は一部の徴収を免れた者

には、罰則規定が適用される場合があります。 

 

（１１）入居後は、団地内の他の入居者や、市営住宅の近隣住民と円満な共同生活を心掛けてく

ださい。 

 

（１２）市営住宅を返還する場合は、５日前までに退去の手続を行ってください。また住宅に破損

個所がある場合は返還日までに修繕しておいてください。 

 

（１３）入居後、契約者が死亡又は転出した場合は、契約者の入居時から入居している配偶者並

びに契約者と1年以上同居している配偶者及び高齢者等以外には契約の承継はできませ

ん。なお、承継後の契約は、当初契約の残存期間、もしくは承継後世帯の入居できる期

間のいずれか短いほうとなります。 
 

  ◆ シルバーハウジングとは 

シルバーハウジングは、住宅に緊急通報システムの設備と生活援助員（ライフサポートアドバイ

ザー）によるサービスを加えたものです。 

緊急通報システム使用のため、入居の際には電話加入権（ＩＰ電話不可）が必要です。 

※電話加入権は、入居者で契約・負担してください。 

※緊急通報システム使用には電話加入権が必須のため、加入権を保持してください。 

生活援助員によるサービスには、生活支援や安否確認などがあります。 

なお、入居者の方には、生活援助員不在時の緊急時の対応などを行う「近隣協力員」をお願いする 

場合があります。 

家賃のほかに下記の費用が必要です。 

   ア．緊急通報システム電話回線利用契約に要する費用 

   イ．生活援助員派遣に要する費用 
 

    生活援助員（ライフサポートアドバイザー）の派遣に要する費用  

 
利 用 者 世 帯 の 階 層 区 分 入居者負担額（月額） 

 
生活保護法による被保護世帯 0 円 

生計中心者の前年度所得税非課税世帯 0 円 

生計中心者の前年度所得税年額9,600円以下の世帯 1,500 円 

生計中心者の前年度所得税年額9,601円以上32,400円以下の世帯 2,600 円 

生計中心者の前年度所得税年額32,401円以上42,000円以下の世帯 3,800 円 
 

  
 

生計中心者の前年度所得税年額42,001円以上の世帯 4,900 円 
       

＊負担金は改定される場合があります。 
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（要件緩和　３２ページ参照）

・ 配偶者等からの暴力被害者

・犯罪被害者

・生活保護受給者

・中国残留邦人等※

※要件緩和の対象になっている住宅は除く。
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西

　川
柳
川
交
差
点

髙
島
屋

山
陽
新
聞
社

後
楽
園

市
役
所

本
庁
舎保

健
福

祉
会
館

岡山中央署

就実大

天満屋

ハピータウン
中区役所前
（バス） 

操山中・高

岡山市役所前
 （バス）

岡
山
駅

JR赤穂線 JR西大寺駅

西大寺
小学校

岡山東
警察署 西大寺

税務署
西大寺公民館

吉井川
浦安小

岡山芳泉高

岡山赤十字病院 岡南環境センター

南ふれあい
センター

福浜小

福浜中

旭川福浜地域センター
福浜公民館

浦安総合
運動公園

砂川

西大寺
ふれあい
センター

西大寺
グリーン
テラス

西大寺緑花公園

天満屋ハピータウン
西大寺店

杜の街グレース
オフィススクエア

（（２２次次募募集集はは郵郵送送ででのの申申込込はは受受付付不不可可））  

【【２２次次募募集集】】  入入居居募募集集期期間間等等    
 

 窓 口 受 付 期 間 （平日のみ） 入 居 可 能 日 

第１回（終了） 令和６年 ６月 ５日（水）～ ６月１１日（火） 令和６年 ８月 １日（木） 

第２回（終了） 令令和和６６年年１１００月月  ４４日日（（金金））～～１１００月月１１００日日（（木木））  令令和和６６年年１１２２月月  １１日日（（日日））  

第第３３回回   令和７年 ２月 ４日（火）～ ２月１０日（月） 令和７年 ４月 １日（火） 

  
（１） 受 付 時 間 午前９時～午後５時 

※※初初日日ののみみ、、受受付付順順をを決決定定すするるたためめのの抽抽選選をを行行いいまますす。。  
①①整整理理番番号号のの配配布布  ((午午前前８８時時３３００分分～～午午前前９９時時))  

  ②②受受付付順順のの抽抽選選    ((午午前前９９時時～～))  
受受付付順順はは、、整整理理番番号号のの順順番番ででははななくく、、抽抽選選ににてて決決定定いいたたししまますす。。  
午午前前８８時時３３００分分よよりり前前にに来来らられれててもも整整理理番番号号ははおお渡渡ししででききまませせんん。。  

 
（２）受 付 場 所 岡山市営住宅管理センター 

各区役所 市営住宅窓口 
※※土土曜曜・・日日曜曜・・祝祝日日のの受受付付はは行行いいまませせんん  
 

〇〇申申込込受受付付時時点点でで、、当当該該住住宅宅のの募募集集はは終終了了ととななりりまますす（（抽抽選選、、優優遇遇措措置置ははあありりまませせんん））。。  
 
〇申込される住宅の所在地に関係なく、どの受付場所でも申込できます。 
 
〇２次募集では、１次募集で申込のない住宅の入居者を募集します。 
※募集住宅は、１次募集の受付終了後、1 月下旬に窓口やホームページで発表予定です。 

 
〇２次募集に申込された時点で、１次募集の繰上当選資格を失います。 
 
〇原則、申込者本人又は、入居する家族（未成年者不可）の方がご来所ください。 

 
※※特特段段のの事事情情ががああるる方方ははああららかかじじめめごご相相談談くくだだささいい。。  

  

前前回回のの申申込込者者数数  ※※来来所所さされれるる際際ののごご参参考考ににししててくくだだささいい。。  

◆前前回回 11 次次募募集集各各窓窓口口申申込込者者数数              ◆◆前前回回 22 次次募募集集各各窓窓口口申申込込者者数数 

 
    
  
  
  

  

受付場所 人数 

南区 4 
北区 2 

中区 5 
東区 3 

センター 0 

計 14 

受付場所 人数 

南区           73 

北区 97 

中区 65 

東区 16 
センター 61 

郵送 88 

計 400 
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西

　川
柳
川
交
差
点

柳
川
交
差
点

髙
島
屋

山
陽

新
聞
社

市
役
所

本
庁
舎保

健
福

祉
会
館

岡山市役所前
 （バス）
岡山市役所前
 （バス）

杜の街グレース
オフィススクエア
杜の街グレース
オフィススクエア

岡
山
駅

朝日生命岡山柳町ビル２階
岡山市営住宅管理センター

北
区
役
所

分
庁
舎
３
Ｆ

✂ 切り取り線 

令令和和６６年年度度（（第第３３回回入入居居申申込込））  

岡岡山山市市営営住住宅宅入入居居案案内内書書  
【【１１次次募募集集】】  入入居居募募集集受受付付期期間間等等    

 
窓 口 受 付 期 間 

（窓口での受付は平日のみ） 
抽 選 日 入 居 可 能 日 

第１回 
（終了） 

令和６年５月 ８日（水） 

～５月１５日（水）  
令和６年 ６月 ４日（火） 令和６年 ８月 １日（木） 

第２回 
（終了） 

令令和和６６年年９９月月  ４４日日（（水水））  

～～９９月月１１１１日日（（水水）） 
令令和和６６年年１１００月月  ３３日日（（木木））  令令和和６６年年１１２２月月  １１日日（（日日））  

第第３３回回  
令和７年１月 ８日（水） 

～１月１６日（木） 
令和７年 ２月 ３日（月） 令和７年 ４月 １日（火） 

 

（１） 郵送受付について 
  
※※今今年年度度よよりり、、郵郵送送受受付付期期間間をを延延長長しし、、令令和和６６年年１１２２月月２２００日日（（金金））かからら開開始始ししまますす。。    
  

  

  
 

〇令和６年１２月２０日（金）～１月２０日（月）到着分 ※１月１６日（木）消印有効 
 

（２）窓口受付について 

受 付 時 間 午前９時～午後５時（（平平日日ののみみ）） 
受 付 場 所 岡山市営住宅管理センター・各区役所市営住宅窓口  

※土土曜曜・・日日曜曜・・祝祝日日はは、、窓窓口口ででのの受受付付はは行行いいまませせんんののでで、、郵郵送送受受付付ををごご活活用用くくだだささいい。。  
〇窓口へは、申込者本人又は、入居する家族（未成年者不可）の方が来所してください。 
〇１次募集で応募のなかった住宅は、２次募集を行います。（（詳詳細細次次ペペーージジ）） 

   
【【問い合わせ先】  

   岡山市営住宅管理センター 
  〒７００－０９０４ 岡山市北区柳町二丁目６番２５号 朝日生命岡山柳町ビル２階 

      ＴＥＬ ０８６－２０６－５５６０  ＦＡＸ ０８６－２２６－８１２３ 

岡山市営住宅管理センターホームページ https://okayama-shiei.com/ 
岡山市都市整備局住宅・建築部住宅課ホームページ（市営住宅）https://www.city.okayama.jp/kurashi/0000016917.html 

 

【【郵送先】 
 
 
  

  

※※（（切切りり取取っっててごご活活用用くくだだささいい）） 

〒７００－０９０４ 
岡山市北区柳町二丁目６番２５号 朝日生命岡山柳町ビル２階 
岡山市営住宅管理センター 郵送受付窓口 宛 

郵送するもの 
①「市営住宅入居申込書」 
②「セルフチェックシート」 

郵送申込問い合わせ先（東区役所３階 市営住宅 窓口） 

TEL ０８６-２０６-５４０１（平日午前９時～午後５時） 


